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Asian Society of Human Servicesでは、 

障害の有無に関わらず共に学ぶ場を設定し、 

そこで行われる平等かつ包括的な教育を 

Inclusive Educationと定義する。 

 

Inclusive Education分野の研究は、 

その方法が科学的であれば国際的に通用する分野であり、 

多職種協働の試みによってより発展することが期待され、 

特に、“Evidence Based Inclusive Education”の推進が求められている。 

 

そこで、本学会ではInclusive Educationに関する 

科学的な研究・実践活動を通じ、 

日本をはじめアジアのInclusive Educationの 

進歩・発展に寄与することを目的とし、 

学会として3種類目の専門研究ジャーナルをここに創刊する。 
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ABSTRACT 
  

看護教育において, 2008 年度より統合分野が新設され, 災害直後から支援できる看護の基

礎的知識について理解するという方針が示された. 災害看護は, 災害サイクルすべてにおけ

る活動が対象であり, 他職種と協働し, 臨機応変に行動することが求められる. しかし, 実

践的な災害看護教育に関する研究は少なく, より効果的な災害看護の教育方法を検討するた

め, 全国の看護系大学における災害看護の担当教員と災害看護の活動経験がある看護職者を

対象とし, 重視する教育項目の違いを明確にするため研究を実施した. その結果, 大学教員

群が災害看護を学ぶ上で必要と考えている項目は, 主に基礎的内容を重視した項目であった. 

一方, 活動経験者群は, より実践に即した項目を重視していた. 活動経験者群が優先的に必

要と考える教育項目を災害看護教育に導入することで, 今後の災害看護教育の向上が図られ

ると考える. 
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Ⅰ．緒言 

 

総務省(2014)によると, わが国は自然災害が多く, 1955 年の阪神･淡路大震災以降約 5～10

年周期で大規模な災害が発生している. 阪神･淡路大震災を契機として, 国･地方自治体･医療

機関などの防災対策や災害時の情報システムの整備が進み, 都道府県に災害拠点病院も設置

された. また, 1998年に日本災害学会さらに 2008 年に世界災害看護学会が設立され, 災害看

護分野の教育に関する研究が国内外で推進されるようになってきた(黒田, 2014). 看護師教

育においては, 2008 年度より看護教育課程のカリキュラム改正が行われ, 学生の看護実践能

力の強化が強調され, 統合分野が新たに設けられた. さらに厚生労働省(2011)より, 統合分

野における教育上の留意点の中に, 災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解

する内容とすることが示され, 災害看護教育が看護の基礎能力向上につながるものとして, 

その充実化の必要性が打ち出されている(長澤･松尾･深江, 2010). 

 災害看護の定義は, 日本災害看護学会が,「災害看護とは, 災害に関する看護独自の知識や

技術を体系的にかつ柔軟に用いるとともに, 他の専門分野と協力して, 災害の及ぼす生命や

健康生活への被害を極力少なくするための活動を展開すること」と定義している(酒井, 2014). 

大規模災害の頻発するわが国においては, 災害看護の領域の人材育成や研究の推進が必要不

可欠である. 

しかしながら, 災害看護に関する先行研究では, 主に各診療科の現任教育に関する内容が

多く, 教育に関しては, 看護専門学校の教員を対象とした実態調査(関谷, 2015), 災害看護教

育における災害救護シミュレーションの学習効果(尾崎, 2011)などの研究が散見されるが, 

詳細な教育内容は明記されていない. また, 基礎的知識の習得に重点が置かれている文献が

多く, 教員間のコンセンサスがないこと(堀内･高田･三浦, 2015)や, 災害看護活動の経験のな

い教員が講義や演習などを担当し, 教育内容や方法を模索していること, 実践力を高めたい

希望があっても研修の機会が少ない(高田･堀内･三浦, 2013)という現状が課題として残され

ている. 看護師の災害現場での役割は, 実際に災害現場で活動した看護師の体験をもとに, 

継続した災害看護の研修を構築していかなければならず(大畠･西上･高丸, 2015), 海外の文

献においても実践的な災害看護能力の向上をカリュキュラムに含める必要性が求められてい

る(Usher & Mayner, 2011; Susan, 2016). しかし, 先行研究には災害看護の活動経験者から

の直接的な意見を取り入れた教育内容を検討した研究は見当たらない. 以上のことから, よ

り効果的な災害看護の教育方法を検討するために, 災害看護の担当教員と, 災害看護の活動

経験のある看護師が必要と考える教育内容を明らかにすることで, 看護系大学の災害看護の

教育の向上を図ることができるのではないかと考えた. 
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Ⅱ．研究目的 

 

看護系大学における災害看護の担当教員と災害看護の活動経験がある看護職者が必要と考

える災害看護の教育項目の違いを明確にし, 今後の災害看護教育の向上に役立てることを目

的として研究を実施した. 現在, 災害看護の教育を担っている大学教員と災害看護の活動経

験者の両群から教育に対する意見を聴取することにより, さらに実践的な災害看護教育を目

指そうとする試みである. 

 

 

Ⅲ．研究方法 
 

1. 研究デザイン 

 自記式質問紙調査法による横断的量的研究. 

 

2. 調査内容 

1) 基本属性 

年齢･性別･職種･職種の経験年数 ･ 看護師免許を取得した教育機関 ･ 調査時点での所属

機関 ･ 災害看護の教育経験 ･ 災害看護を学んだ教育機関 

 

2) 災害看護教育に必要な項目: 33 項目(表 1) 

調査項目の教育項目の抽出に関しては, 看護系大学で使用されている複数の災害看護の教

科書に共通する項目(浦田, 2014; 黒田, 2014; 辺見, 2013; 酒井, 2014)を抽出するとともに, 

厚生労働省(2014)が公表している国家試験出題基準を加えて, 33 項目とした. その後, 災害

看護教育の経験のある教員 2 名および災害看護の活動経験のある看護師 3 名にパイロットス

タディを実施した. 質問紙の作成に関しては, 災害看護の専門家 3 名の指導を受けた. 

 

3) 使用した尺度: リッカート法 

必要性の尺度については, ①全く必要でない, ②かなり必要でない, ③あまり必要でない,

④どちらとも言えない, ⑤ある程度は必要である, ⑥かなり必要である, ⑦非常に必要であ

る, の 7 段階とし, 教育項目(33 項目)ごとに回答を求めた(表 1). 更に, 33 項目の中で特に教

育上優先すべき上位 10 項目の選択を依頼した. 
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表 1  調査項目(災害看護教育に必要な教育事項) 

大項目 中項目 

災害及び災害看護に

関する基礎的知識 

＜4 項目＞ 

災害の種類(自然・人為・特殊・複合) 
災害時の疾患の特徴 
災害のサイクル(超急性期・急性期・亜急性期・慢性期) 
災害時要援護者への対応(高齢者・障害者・外国人・乳幼児・妊婦) 

災害発生時の社会の

対応やしくみ , 個人

の備え 
＜11 項目＞ 

災害時の情報伝達手段 
医療活動のための情報体制 
情報収集と分析 
情報開示や説明義務 
トリアージと法律上の問題 
法制度と災害医療 
防災計画と医療計画 
災害時を想定した平常時からのネットワーク構築・連携協働の必

要性や形態 
災害時におけるネットワークの活用・医療職間や地域社会におけ

る連携の実際 
災害に備えたマネジメント: 減災・防災の視点から減災と危機管

理, リスクマネジメント 
災害に備えた建物および人的マネジメントの実際減災, 防災計画

の立案とマニュアル作成, 災害訓練 
災害発生時における

健康危機管理 
＜2 項目＞ 

感染対策の重要性と意義 
感染対策の実際 

災害が人々の生命や

生活に及ぼす影響 
＜2 項目＞ 

被災者の心理的特徴と援助 
支援者の心理的特徴 

災害時に看護が果た

す役割 , 災害各期に

おける看護支援活動 
＜7 項目＞ 

初動時における看護活動(超急性期: 3 日以内・急性期: 1 週間以内) 
医療救護所における看護活動 
避難所における看護活動 
仮設住宅における看護活動 
在宅における看護活動 
復興住宅における看護活動 
災害復旧と災害復興 

災害時に必要な医

療・技術 
＜5 項目＞ 

体系的対応の基本原則: CSCA とは(指揮・命令・安全・コミュニ

ケーション・評価) 
災害時のトリアージ 
応急処置: Treatment 
搬送: Transport(方法・調整・優先順位) 
ロジスティックス 

災害看護における倫

理・教育・研究 
＜2 項目＞ 

倫理原則・倫理的概念 
災害看護を学ぶ意味・学習内容 
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Ⅳ．調査方法 

 

1. 対象者 

2016年度の日本看護系大学協会一覧に基づき, 災害看護の教育担当教員254名(254校)を対

象として, 全国規模の調査を実施した. 災害看護の活動経験のある看護職者100名(日本災害

看護学会および日本災害医学会の会員の中で, 災害看護活動に関する学術論文の発表等を行

っている著者や共著者から抽出)災害看護の活動経験者とは, 被災地で災害看護活動を過去

に1回以上行った看護職者とした. 

 

2. データの収集方法 

全国の看護系大学の災害看護の教育担当教員あてに依頼状および自記式質問紙調査票を郵

送で配布した. また, 災害看護活動に関する学術論文の著者および共著者で, 所属先の住所

が記載されている看護職者に, 自記式質問紙調査票を郵送で配布した. 回収は, 調査対象者

による個別返送とした. 

 

3. 調査期間 

2017 年 11 月 8 日～2018 年 11 月 30 日 

 

4. 分析方法 

全ての項目について, 基本統計量を算出した. 解析に際し Shapiro-Wilk の正規性の検定を

行った. 項目は全て非正規分布であった. 分析は基本属性の年齢のみ, Mann-Whitney の U

検定を用い, それ以外の項目は, サンプル数が 20 以下の項目が含まれていたため, フィッシ

ャーの直接確立計算法を用いて実施した. 大学教員と災害看護の活動経験者の教育項目の比

較については, Mann-Whitney の U 検定を用い 2 群間の比較を行った. 全ての解析には, 統

計解析ソフト JMP Pro13 を用いた. 検定の有意水準は 5%, 信頼区間の信頼係数は 95%とし

た. 

 

5. 倫理的配慮 

本研究は, 佐賀大学医学部倫理審査委員会の承認(承認番号: 29-41)を得て実施した. 調査

への協力は自由意志であり, 協力が得られない場合でも不利益を受けないこと, 無記名であ

り個人は特定されないこと, 個人情報の取り扱いについては, 得られたデータは, 個人が特

定できないように数値や記号等に変換し, 特定の USB に保存した上で研究室の鍵のかかる

ロッカーで保管すること, 記入済みの質問紙は施錠できるロッカーで保管し, 研究終了後 5

年間保存後にシュレッダーで裁断し破棄すること, 研究成果は学術目的にのみ取り扱うこと

などを明記した説明文書を作成した. 対象者の研究参加への同意は, 質問紙の返送を以って

研究参加の同意とした. 
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Ⅴ．結果 

 

自記式質問紙票を配布した大学教員 254 名の対象者(災害看護担当教員)のうち, 88 名から

回答を得た(回収率 34.6%). 分析対象は 88 名である(有効回答率 100%). また, 災害看護の活

動経験者 100 名の対象者のうち, 41 名から回答を得た(回収率 41.0%). 分析対象は 41 名とし

た(有効回答率 100%). 

 

1. 対象者基本属性 

大学の教員群については, 性別は男性 12 名(13.6%), 女性 76 名(86.4%)であり女性の方が

多く, 平均年齢±SD は 52.6±8.5 歳であった. 職種は, 看護師 58.6%, 保健師 25.3%, 助産師

8.0%, その他 8.0%, と看護師が約 6 割を占めており, すべての職種の平均経験年数±SD は

15.3±8.7 年であり, 経験年数に幅が大きいことがわかった. 調査時点での所属機関は, 国立

系22.7%, 公立系23.9%, 私立系53.4%であった. 災害看護を研修等で学んだ経験の有無では, 

ある 72.1%, なし 27.91%であった. 

活動経験者群については, 性別は男性 16名(39.0%), 女性 25名(61.0%)であった. 平均年齢

±SD は 41.7±8.2 歳であり, 職種は, 看護師 97.6%, その他 2.4%であった. 看護師免許を取得

した教育機関は, 看護系大学 17.1%, 看護系短大 14.6%, 看護専門学校 65.9%, その他 2.4%

であった. 職種の平均経験年数±SD は 18.1±8.2 年であり, 調査時点での所属機関は, 大学病

院 24.4%, 大学病院以外の災害拠点病院 56.1%, 災害拠点病院ではない病院 17.1%, 無所属

2.4%であった. 災害看護を研修等で学んだ経験の有無では, ある95.0%, なし5.0%であった. 

2 群間の比較では, 教員群の方が活動経験者群より, 10 歳以上も年齢が高いことが判明した. 

大学教員群と, 活動経験者群の性別, 職種, 看護師免許を取得した機関, 災害看護の学習

経験について 2 群に区分し, フィッシャーの直接確立計算法を行った. その結果, 全てにお

いて有意な差が認められた. 性別においては, 大学教員群は, 女性約 8 割に対し, 男性 1 割で

あり, 活動経験者群の方は, 女性約 6 割, 男性が約 4 割であった. 両群共に女性の割合が多い

が, 災害看護の活動経験者群は, 大学教員群よりも男性の割合が多いことが判明した. 職種

においては, 大学教員群の約6割は看護師であり, 活動経験者群は, 約 9割と活動経験者群の

方が多かった. 看護師免許を取得した機関については, 大学教員群の約 6 割は, 看護系大学

や短大であり, 約 4割が専門学校であった. 活動経験者群は, 看護系大学や短大は約2割であ

り, 約 6割が専門学校であった. 災害看護の学習経験については, 活動経験者群の約9割が経

験ありに対し, 大学の教員群では約 7 割しか学んでいないことが判明した(表2-1, 2-2). 
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表 2-1 対象者の基本属性 
 

項目 区分 大学教員(88) 災害看護の活動経験者(41) P 値 
 

n % n % 
 

性別 男性 12 (13.6) 16 (39.0) 0.002 ¹⁾ 

  女性 76 (86.4) 25 (61.0) 

年齢 平均(SD)   52.6(8.5) 41.7(8.2) 0.001 ²⁾ 

中央値(IQR) 53.5(48～58.8) 40(35～49) 

年齢の内訳 20-29 歳 0 (0.0) 2 (4.9) 
  

 
30-39 歳 5 (6.0) 16 (39.0) 

  

 
40-49 歳 22 (26.2) 14 (34.1) 

  

 
50-59 歳 37 (44.0) 9 (22.0) 

  

 
60-69 歳 19 (22.6) 0 (0.0) 

  

 
70 歳以上 1 (1.2) 0 (0.0) 

  

 
欠損 4 

 
0 

   

職種 看護師 51 (58.6) 40 (97.6) 0.001 ¹⁾ 

保健師 22 (25.3) 0 (0.0) 

助産師 7 (8.0) 0 (0.0) 

その他 7 (8.0) 1 (2.4) 

欠損 1 
 

0 
 

看護師免許

を取得した

教育機関 

看護系大学 34 (39.1) 7 (17.1) 0.02 ¹⁾ 

看護系短大 19 (21.8) 6 (14.6) 

看護専門学校 33 (37.9) 27 (65.9) 

その他 1 (1.1) 1 (2.4) 

欠損 1 
 

0 
 

職種の経験

年数 

平均(SD)   15.3(8.7) 18.1(8.2) 
  

中央値(IQR) 15(8.5～21) 15(13～24) 
 

所属機関 国立系 20 (22.7) 
    

 
公立系 21 (23.9) 

    

 
私立系 47 (53.4) 

    

 
大学病院 

  
10 (24.4) 

  

 
大学病院以外の

災害拠点病院 
 

 
23 (56.1) 

  

 
災害拠点病院で

はない病院 

  
7 (17.1) 

  

  無所属 
  

1 (2.4) 
  

1) フィッシャーの直接確立計算法 2) Mann-Whitney U 検定 
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表 2-2 対象者の基本属性 
 

項目 区分 大学教員(88) 災害看護の活動経験者(41) P 値 
 

n % n % 
 

災害看護を 

研修などで 

学んだ経験 

ある 62 (72.1) 38 (95.0) 0.004 ¹⁾ 

無し 24 (27.9) 2 (5.0) 

欠損 2 
 

1 
 

災害看護を 

学んだ教育機関  

専門学校 3 (2.6) 3 (3.9) 
  

大学 10 (8.6) 5 (6.5) 
  

大学院 12 (10.3) 4 (5.2) 
  

災害支援 
ナース研修 
(基礎編) 

21 (18.1) 15 (19.5) 
  

災害支援 
ナース研修 
(実践編) 

27 (23.3) 15 (19.5) 
  

職場 
(現任教育) 

11 (9.5) 17 (22.1) 
  

(複数回答)  その他 32 (27.6) 18 (23.4) 
  

望ましい 

教育形態  

講義 74 (34.9) 33 (30.0) 
  

演習 
(グループ 
ワークなど) 

81 (38.2) 36 (32.7) 
  

実習 (災害対

処訓練など) 
57 (26.9) 38 (34.6) 

  

(複数回答)  その他 0 (0.0) 3 (2.7) 
 

  

1) フィッシャーの直接確立計算法 
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2. 対象者が災害看護を学ぶ上で必要と考える項目の比較 

33 項目の教育項目において, 大学教員群と活動経験者群では, すべての項目において, 平

均値 5.5 以上(最高値 7.0)であり, 両群ともに必要な教育項目と考えていることが判明した. 

22項目(約6割)は, 両群に有意差を認めなかった. 両群で有意差があった項目は, 11項目(約4

割)であり, 平均値±SE が高かった項目は, 大学教員群では,「災害のサイクル」,「災害時要援

護者への対応」,「仮設住宅における看護活動」,「在宅における看護活動」,「復興住宅にお

ける看護活動」,「災害看護を学ぶ意味･ 学習内容」の 6 項目であった. 一方, 活動経験者群

では,「災害時の情報伝達手段」,「医療活動のための情報体制」,「災害時を想定した平常時

からのネットワーク構築･ 連携協働の必要性や形態」,「体系的対応の基本原則」,「ロジステ

ィックス」の 5 項目であった(表 3). 

 

3. 対象者が災害看護を学ぶ上で優先して必要と考える上位 10 項目 

優先して必要な教育項目として選出した上位 10 項目を, 両群別に抽出した所,「被災者の

心理的特徴と援助」,「初動時における看護活動(超急性期: 3 日以内･急性期: 1 週間以内)」,

「災害のサイクル(超急性期･ 急性期･ 亜急性期･ 慢性期)」,「避難所における看護活動」,「支

援者の心理的特徴」,「災害時の疾患の特徴」,「災害の種類(自然･ 人為･ 特殊･ 複合)」,「医

療救護所における看護活動」の 10 項目中 8 項目において, 両群ともに優先して教育が必要と

回答していた. 両群で異なる項目は, 大学教員群では,「災害時要援護者への対応」,「災害時

のトリアージ」について, 活動経験者群では,「体系的対応の基本原則」,「災害に備えたマネ

ジメント: 減災･ 防災の視点から減災と危機管理･リスクマネジメント」,「感染対策の重要性

と意義」,「災害時を想定した平常時からのネットワーク構築･ 連携協働の必要性や形態」で

あった(表 4). 
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表 3 対象者が災害看護を学ぶ上で必要と考える項目の比較 

(大学教員群と活動経験者群で有意差のある項目のみを抽出) 

    大学教員 災害看護の活動経験者   

(n＝88) (n＝41) 

番号 項目 平均値±SE 中央値 平均値±SE 中央値 P 値 

3) 災害のサイクル(超急性

期・急性期・亜急性期・

慢性期) 

6.41±0.10 7 6.12±0.13 6 0.02 

4) 災害時要援護者への対

応(高齢者・障害者・外

国人・乳幼児・妊婦) 

6.55±0.08 7 6.15±0.13 6 0.005 

5) 災害時の情報伝達手段 6.08±0.10 6 6.45±0.11 7 0.027 

6) 医療活動のための情報

体制 

5.92±0.11 6 6.51±0.11 7 0.001 

12) 災害時を想定した平常

時からのネットワーク

構築連携協働の必要性

や形態 

5.98±0.10 6 6.40±0.12 7 0.015 

17) 仮設住宅における看護

活動 

6.22±0.09 6 5.83±0.16 6 0.048 

18) 在宅における看護活動 6.13±0.10 6 5.73±0.16 6 0.043 

19) 復興住宅における看護

活動 

6.01±0.10 6 5.5±0.16 5 0.008 

25) 体系的対応の基本原則: 

CSCA とは (指揮・命

令・安全・コミュニケー

ション・評価) 

6.26±0.10 7 6.76±0.08 7 0.002 

29) ロジスティックス 5.76±0.10 6 6.22±0.13 6 0.009 

33) 災害看護を学ぶ意味・ 

学習内容 

6.23±0.10 7 5.93±0.12 7 0.025 

Mann-Whitney の U 検定  

※表に示している番号は、質問紙の教育項目(33 項目)の番号 
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表 4 対象者が災害看護を学ぶ上で優先して必要と考える項目 

(33 項目中の優先度の高い 10 項目の選出依頼による) 
 

大学教員 
 

災害看護の活動経験者 
 

 
(n＝88) 

 
(n＝41) 

 

順位 項目 人数 項目 人数 

1) 被災者の心理的特徴と援助 59 被災者の心理的特徴と援助 32 

2) 初動時における看護活動(超急

性期: 3 日以内・急性期: 1 週間

以内) 

53 体系的対応の基本原則: CSCA と

は(指揮・命令・安全・コミュニケ

ーション・評価) 

28 

3) 災害時要援護者への対応(高齢

者・障害者・外国人・乳幼児・

妊婦) 

50 避難所における看護活動 22 

4) 災害のサイクル(超急性期・急

性期・亜急性期・慢性期) 

48 災害のサイクル(超急性期・急性

期・亜急性期・慢性期) 

21 

5) 避難所における看護活動 47 初動時における看護活動(超急性

期: 3 日以内・急性期: 1 週間以内) 

21 

6) 支援者の心理的特徴 43 災害に備えたマネジメント : 減

災・防災の視点から減災と危機管

理・リスクマネジメント 

20 

7) 災害時のトリアージ: Triage 38 支援者の心理的特徴 19 

8) 災害時の疾患の特徴 36 感染対策の重要性と意義 18 

9) 災害の種類(自然・人為・特殊・

複合) 

35 災害時を想定した平常時からのネ

ットワーク構築・連携協働の必要

性や形態 

18 

10) 医療救護所における看護活動 33 災害の種類(自然・人為・特殊・複

合) 

17 

10) 
  

災害時の疾患の特徴 17 

10)   
 

医療救護所における看護活動 17 
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Ⅵ．考察 
 

1. 基本属性, 大学教員と災害看護の活動経験者の比較 

基本属性においては, 両群ともに女性が多く, 活動経験者群の方が平均年齢が約 10 歳若か

った. また性別は女性が多いながらも, 活動経験者群の方は, 男性の割合が 4 割近くを占め

ていた. 災害看護を研修等で学んだ経験の有無では, 活動経験者群については, 約 9 割以上

は学習経験が有るのに対し, 大学教員群は約 7 割しか学習経験が無かった. この理由として, 

災害看護教育が本格的に行われはじめたのは, 2008 年以降の統合分野が新設された以降であ

り, 30 歳以上の対象者は, 両群とも学生時代に災害看護の教育を受けておらず, 卒業後に自

主的に教育を学んでいる可能性が高い(表 2-1, 2-2). また, 大学教員群の中で, 約 3 割は災害

看護の教育や研修などを受講しておらず, 独学にて災害看護教育を担当しているという現状

がある. 更に看護教育の現場では, 災害看護の専門家が少ないため, 他の専門領域の教員が

災害看護の教育の担当を兼任しながら, 教育を行っている(長澤･松尾･深江, 2010)こともあ

り, 教科書から学んだ限られた知識の中で講義を行っていること(高田･堀内･三浦, 2013)か

ら, 災害看護の実践のイメージがわかず, 教育上必要な項目の上位に基礎的な項目が優先さ

れている可能性が考えられた. 

 

2. 対象者が災害看護を学ぶ上で必要と考える教育項目の比較 

大学教員群と活動経験者群で有意差がみられた項目は, 33 項目中 11 項目であり, その中で,

大学教員群が災害看護を学ぶ上で必要と考えている項目は,「災害のサイクル」,「災害時要援

護者への対応」,「仮設住宅における看護活動」,「在宅における看護活動」,「復興住宅にお

ける看護活動」,「災害看護を学ぶ意味･ 学習内容」の 6 項目であった. 災害看護において, 実

践や応用性を発揮するには, 基礎的な知識が重要であり(畑吉, 2010), そのことからも大学教

育群では, 災害看護教育において, まず一番に優先する項目は, 災害時の対象者の特性を踏

まえた看護活動や, 各サイクルにおける看護活動を学習することが必要と考えていると推測

された. また, 優先項目は, 国家試験出題基準(厚生労働省, 2014)に類似していることから, 

大学教員は看護師国家試験を意識した教育項目を重視している可能性が考えられた. 一方, 

活動経験者群で災害看護を学ぶ上で必要と考えている項目は,「災害時の情報伝達手段」,「医

療活動のための情報体制」,「災害時を想定した平常時からのネットワーク構築･ 連携協働の

必要性や形態」,「体系的対応の基本原則」,「ロジスティックス」の 5 項目であった. 災害現

場での看護活動は, 複数の医療関係者との緊密な連携によって成立するものである (野島･

藤原･河原, 2015)ため, 活動経験者群は, 他職種を含め短期間でより良好な人間関係を構築

し, 皆で連携をとりながら, 災害の各サイクルに応じた看護活動を展開する災害看護実践能

力を重視していることが推測された(表 3). 

 

3. 対象者が災害看護を学ぶ上で優先して必要と考える上位 10 項目の比較 

大学教員, 活動経験者ともに, 必要性の高い上位 10 項目の選出による回答では, 8 割以上

が一致していた. 両群で異なる項目として, 大学教員群では,「災害時要援護者への対応」,「災

害時のトリアージ」についてであった. この理由としては, 大学教員群は, 基礎的な項目を重

視し(畑吉, 2010), 技術演習においては, 災害時のフィジカルアセスメント能力の向上に効果

的なトリアージを中心に教授しているのではないかと考えられる(小原, 2002). 一方, 活動経
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験者群は,「体系的対応の基本原則」,「災害に備えたマネジメント:減災･ 防災の視点から減

災と危機管理･リスクマネジメント」,「感染対策の重要性と意義」,「災害時を想定した平常

時からのネットワーク構築･連携協働の必要性や形態」を重視していた(表 4). その理由とし

ては, 災害看護の活動経験者は, 災害時要援護者への対応やトリアージなどの学習を事前に

学んだうえで, 災害現場で活動すると考えられるが, 急性期においては, 一刻を争う救急場

面に遭遇することが多く, より的確な情報共有と, 他職種との連携や円滑な患者搬送が必要

になることが多いと考えている(林･甲斐･大津谷, 2014; 末永･山田, 2015). 亜急性期には, 避

難所や在宅などでの看護活動が中心となり(畑吉･松田, 2011), ライフラインが確保されてい

ない環境の下で活動を行うことが多く, 感染対策(押谷, 2012)などの項目が重視されている

と考えられる. このように災害派遣経験をもとに, 災害の各サイクル(超急性期･急性期･亜急

性期･慢性期)及び災害の備えに関連した教育の必要性が高まり, 優先した教育項目としてあ

げられたのではないかと考えられた(尾山･谷岸･山本, 2010). 現在, 災害看護の授業において, 

講義以外にも様々なシミュレーション教育(尾崎, 2011; Jane, 2018)が用いられているが, 災

害看護は, 実践的な災害看護がイメージできるような教育や研修が必要であり(松永･秋永･

梅﨑, 2013), 今後の災害看護教育においては, 今回の結果を踏まえた実践的な教育項目も取

り入れる必要があると考えられる. 

 

 

Ⅶ．研究の限界 
 

本研究においては, 基本属性において両群間に違いは見られたが, 災害看護の教育項目 33

項目のうち, 優先的に必要と考えている教育項目(10 項目)のうち 8 割以上は両群ともに同じ

であった. 約 2 割の相違については, 大学教員は, 国家試験出題基準を重視せざる得ないこ

とも影響している可能性もある. そのような制約の中でも, より実践に即した基礎的な教育

項目を優先的に教育する事が必要と考えていることが推測された. 一方, 活動経験者は, よ

り実践的な災害看護活動に関する教育項目を優先的に必要と考えていることが推測された. 

また, 本研究では, 大学教員, 活動経験者ともに回収率が低く, 活動経験者の選定において

は, 対象者の人数も少なく, 選択バイアスが関与している可能性がある. また, 派遣時期や

活動した場所などにより, 教育項目の優先度も変化する可能性もある. 今後は, さらに対象

者を増やし検討する必要がある. 

 

 

Ⅷ．結論 
 

看護系大学における災害看護の担当教員と, 災害看護の活動経験者が必要と考える災害看

護の教育項目の相違を明らかにした. 大学教員群と活動経験者群で有意差がみられた項目は, 

33 項目中 11 項目であり, その中で大学教員群が災害看護を学ぶ上で必要と考えている項目

は,「災害のサイクル」,「災害時要援護者への対応」,「仮設住宅における看護活動」,「在宅

における看護活動」,「復興住宅における看護活動」,「災害看護を学ぶ意味･ 学習内容」の 6

項目であった. 一方, 活動経験者群で災害看護を学ぶ上で必要と考えている項目は,「災害時

の情報伝達手段」,「医療活動のための情報体制」,「災害時を想定した平常時からのネットワ
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ーク構築･連携協働の必要性や形態」,「体系的対応の基本原則」,「ロジスティックス」の 5

項目であった. 両群が災害看護を学ぶ上で優先して必要と考える上位 10 項目では, 8 割の項

目が同一であった. その教育項目は,「被災者の心理的特徴と援助」,「初動時における看護活

動(超急性期: 3 日以内･急性期: 1 週間以内)」,「災害のサイクル(超急性期･ 急性期･ 亜急性期･ 

慢性期)」,「避難所における看護活動」,「支援者の心理的特徴」,「災害時の疾患の特徴」,

「災害の種類(自然･ 人為･ 特殊･ 複合)」,「医療救護所における看護活動」である. 両群で

異なる項目として, 大学教員群は,「災害時要援護者への対応」,「災害時のトリアージ」を重

視しており, 活動経験者群は,「体系的対応の基本原則」,「災害に備えたマネジメント: 減災･ 

防災の視点から減災と危機管理･リスクマネジメント」,「感染対策の重要性と意義」「災害時

を想定した平常時からのネットワーク構築･連携協働の必要性や形態」を重視していた. 

活動経験者群が優先的に必要と考える教育項目を今後の災害看護教育に導入することで,

より実践的な教育となり, 災害看護教育の向上が図られると考える. 
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ABSTRACT 
 

文部科学省(2019)は、2017 年から次期学習指導要領に関する周知・徹底を行っており、そ

れに伴い小・中学校においては「カリキュラム・マネジメント」の観点を取り入れた次期学

習指導要領に即した教育課程の改善等が少しずつではあるが、行われてきている。 

 本研究では、沖縄県内の知的障害を主とする特別支援学校において、教育課程の改善を行

った 2017 年度及び 2018 年度の授業を、特別支援教育成果評価尺度(Special Needs 

Education Assessment Tool; 以下、SNEAT) (Han, Kohara & Kohzuki, 2014)を用いて評価

する。そうすることで、教育課程及び指導内容の改善が児童生徒にどのような効果を与える

のかを検討することを目的とした。 
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Ⅰ．問題と目的 

 

次期学習指導要領においては「社会に開かれた教育課程」が理念として掲げられており、

それを実現するための教育課程編成の評価及び改善が重要視されるとされている。文部科学

省(2019)は、2017 年から次期学習指導要領に関する周知・徹底を行っており、それに伴い小・

中学校においては「カリキュラム・マネジメント」の観点を取り入れた次期学習指導要領に

即した教育課程の改善等が少しずつではあるが行われてきている。小学校においては 2020

年度から、中学校においては 2021 年から全面実施予定であり、特別支援学校においても 2017

年に改訂告示がなされている(文部科学省, 2019)。 

これまでは、個々の授業評価が重要視されており、教育課程の見直し等については、各学

校の裁量に委ねられていた(横倉, 2015)。しかし、現在カリキュラム・マネジメントという観

点が次期学習指導要領に大きく盛り込まれることになり、学校全体で組織的に教育評価を行

うことで、授業改善等に繋がると考えられるようになってきた。中央教育審議会(2015)は、

「カリキュラム・マネジメント」について述べる中で、評価した内容を教育課程や学習・指

導方法の改善に発展・展開させ、授業改善及び組織運営の改善に向けた学校教育全体のサイ

クルに位置付けていくことが必要であるとしている。また、こうした取り組みには、学校現

場の管理者のリーダーシップ及び教員の主体的な学びが必要不可欠であると佐和田・城間 

(2019)は指摘している。つまり、個々の授業評価のみならず、学校全体で教育課程・指導方

法についてのカリキュラム・マネジメントを行うことで、より学校全体での相乗的な教育的

な効果を上げることが重要視されているといえるだろう。知的障害のある児童生徒への教育

に関しては、学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、実際の生活の場で応用さ

れにくいことがあげられている(文部科学省, 2016)。このことから、特に知的障害の児童生徒

に関して言えば、学んだ内容が定着しているかを継続的に評価し把握する必要がある。また、

評価した内容を、カリキュラム・マネジメントに則り教育課程や学習・指導方法として改善

していくことでより高い教育的効果が見込まれると考えられる。 

本研究では、沖縄県内の知的障害を主とする特別支援学校 1 校において、教育課程の改善

を行った 2017 年度及び 2018 年度の授業評価を行うことで、教育課程及び指導内容の改善が

児童生徒にどのような効果を与えるのかを検討することを目的とする。授業評価の尺度には、

特別支援教育の成果評価尺度(SNEAT)(Han, Kohara & Kohzuki, 2014)を使用する。 

 

 

Ⅱ．研究方法 
 

1. 評価対象及び評価者 

評価対象は、沖縄県内の特別支援学校 1 校の小学部及び中学部、高等部において、2017

年度及び 2018 年度に在籍した児童生徒を対象とした。また、知的障害及び知的障害を含む

重複障害のある児童生徒のうち、SNEAT の実施マニュアルに則り、①なんらかの意思表示

ができるレベルの児童生徒、②姿勢と運動・動作が一時的でも改善する可能性のある児童生

徒とした。2017 年度は 113 名、2018 年度は 103 名の児童生徒の SNEAT が収集された。

SNEAT の実施マニュアルに則り、評価者は担任教諭又は授業を担当した教員とし、評価の

タイミングは授業実施後とした。 
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2. 研究手続き 

2017 年 8 月及び 2018 年 8 月に、SNEAT の特徴等を含む概要および使用方法の説明を兼

ねた研修会を実施した。研修会は小学部及び中学部、高等部を受け持つ全教員を対象にして

行われた。その後、2017 年 11 月～12 月及び 2018 年 11 月に SNEAT の実施・収集を行っ

た。また、SNEAT のフェイスシートにて、評価対象者に関する内容、評価者に関する内容、

授業に関する内容として表 1 の項目内容についても収集した。 

 

表 1 フェイスシートにて収集した項目 

1. 評価対象者に関する内容 ① 学部 ② 学年 ③ 性別 ④ 障害種 

2. 評価者に関する内容 ① 性別 ② 年齢 ③ 通算教職経験年数 

④ 特別支援教育経験年数 ⑤ 免許保有の有無 

3. 授業に関する内容 ① 教科 ② 授業内容 

 

 

3. 特別支援教育成果評価尺度(Special Needs Education Assessment Tool; SNEAT) 

 SNEAT は、Han, Kohara & Kohzuki(2014)により開発された ICF と QOL の概念を含む

特別支援教育の成果を評価するための尺度である。現在、特別支援教育の成果評価を測定す

るための科学的ツールは SNEAT のみであるため、SNEAT を使用することとする。「体の健

康」、「心の健康」、「社会生活機能」の 3 領域 11 項目から構成され(表 2)、信頼性及び構成概

念妥当性が検証されている(Kohara, Han, Kwon, et al., 2015)。 

記入者は、それぞれの項目について 1＝｢ほとんどない」、2＝｢少しだけ｣、3＝｢多少は｣、4

＝｢かなり｣、5＝｢非常に｣の回答形式の中から、最も適切な数字に丸(〇)をつけて評価する。 

 

表 2 特別支援教育成果評価尺度(SNEAT)の項目 

体の健康 

Q1  授業を行う中で、児童生徒は体の状態に適した活動を行うことができましたか 

Q2  授業を行ったことにより、児童生徒の姿勢と運動・動作が改善されましたか 

Q3  授業を行ったことにより、児童生徒の生活管理に関する理解が深まりましたか 

Q4  授業を行ったことにより、児童生徒の病気(障害)の状態の理解がふかまりましたか 

心の健康 

Q5  授業前後で児童生徒に肯定的な気分の変化はみられましたか 

Q6  授業を行う中で、児童生徒は集中して学習活動に取り組みましたか 

Q7  授業を行ったことにより、児童生徒の学習上の意欲は高まりましたか 

Q8  児童生徒は、授業中起こりうる場所や場面の変化を理解し対応することができましたか 

社会生活機能 

Q9  授業を行う中で、児童生徒は他者との関わりをもつことができましたか 

Q10 授業を行う中で、児童生徒は適切なコミュニケーション手段を選択し表現しましたか 

Q11 児童生徒は、授業のルールを理解し行動調整をしながら参加しましたか 
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4. 統計処理方法 

評価対象者の基本属性及び評価者の基本属性について、2017 年度と 2018 年度に分けて記

述統計を行った。 

次に、2017 年度及び 2018 年度の SNEAT の領域点数結果について、2 群間の有意差を確

認するために Mann-Whitney U 検定を行った。なお、検定結果の 5％未満の水準を有意差

ありとした(太田・種村, 2013 ; 白澤・落合・島田ら, 2010)。統計解析には SPSS Ver.23 を

使用した。加えて、学部別と科目別についてもデータを分類し、Mann-Whitney U 検定を行

った。学部別については、小学部及び中学部、高等部に分けて 2017 年度と 2018 年度の結果

比較を行った。 

科目別については、自立活動、各教科等合わせた指導(日常生活の指導、遊びの指導、生活

単元学習、作業学習)、主要 5 教科(国語、社会、算数・数学、理科、英語)、技能 4 教科(技術・

家庭、美術、音楽、保健・体育)に分けて、2017 年度と 2018 年度の結果比較を行った。 

 

 

Ⅲ．結果 
 

1. 評価対象者及び評価者の基本属性の基本属性 

1) 評価対象者の基本属性 

評価対象となった子どもの基本属性を、2017 年度と 2018 年度に分けて表 3 に示す。 

男女比については、2017 年度と 2018 年度共に男子が多い結果となった。学部については、

2017 年度は高等部が 59 人(52.2%)、小学部が 37 人(32.7%)と高等部が多い結果となったが、

2018 年度は小学部が 40 人(38.8%)、中学部が 31 人(20.1%)と小学部が多い結果となった。障

害種については、2017 年度と 2018 年度共に知的障害のみのある児童生徒が多く、次いで知

的障害と自閉スペクトラム症を併せ持つ重複障害が多く見られた。 

 

表 3 2017 年度及び 2018 年度の子どもの基本属性 

子どもの基本属性 
2017 年度 (n=113) 2018 年度 (n=103) 

n(％) n(％) 
性別 男 49(43.4) 50(48.5) 

女 31(27.4) 25(24.3) 
未記入 33(29.2) 28(27.2) 

学部 小学部 37(32.7) 40(38.8) 
中学部 17(15.0) 31(20.1) 
高等部 59(52.2) 28(27.2) 
未記入 0(0.0) 4(3.9) 

障害種 知的障害のみ 56(49.6) 60(63.8) 
知的障害・自閉スペクトラム症 14(12.4) 17(18.1) 
知的障害・肢体不自由 1(0.9) 3(3.1) 
知的障害・その他 17(15.0) 16(15.5) 
欠損値 25(22.1) 7(7.5) 

 

 

 

 



 DOI: doi.org/10.20744/incleedu.7.0_16 
Journal of Inclusive Education, VOL.7 16-25 

 

 
 

20 

2) 評価者の基本属性 

評価者の基本属性を、2017 年度と 2018 年度に分けて表 4 に示す。 

男女比については、2017 年度及び 2018 年度共に女性が多い結果となった。特別支援教育

経験年数の平均については、2017 年度が 11.3 年、2018 年度が 19.5 年と 5 年以上の差が見

られた。 

 

表 4 評価者の基本属性 

評価者の基本属性 
2017 年度  
(n=113) 

2018 年度 
 (n=103) 

N(％)又は平均 N(％)又は平均 
性別 男 37(32.7) 37(35.9) 

女 60(53.1) 63(61.2) 
未記入 16(14.2) 3(2.9) 

平均年齢 41.4 歳 41.7 歳 
通算教職経験平均年数 16.1 年 15.7 年 
特別支援経験平均年数 11.3 年 19.5 年 
免許 有 76(67.3) 79(76.7) 

無 22(19.5) 20(19.4) 
未記入 15(13.3) 4(3.9) 

 

 

2. SNEAT 各領域の比較について 

SNEAT の各領域について、年度別の比較結果を表 5 示す。 

2017 年度と 2018 年度のそれぞれの SNEAT の領域結果を比較すると、「体の健康」

(Mann-Whitney U 検定, 漸近有意確率 p=0.005)、「心の健康」 (Mann-Whitney U 検定, 漸

近有意確率 p=0.004)、「総合点数」 (Mann-Whitney U 検定, 漸近有意確率 p=0.001)につい

て、それぞれ 2 群間で有意差がみとめられた。 

 

表 5 SNEAT 各領域の比較結果 
 2017 年度 

(n=113) 
2018 年度 
(n=103) Z 値 

漸近 
有意確率 

 p SNEAT の領域 平均値±SD 中央値 平均値±SD 中央値 
体の健康 17.05±6.06 17.0 19.35±5.63 20.0 -2.815 0.005 
心の健康 25.38±5.18 26.0 27.52±4.72 28.0 -2.912 0.004 
社会生活機能 21.71±4.71 22.0 22.58±4.04 22.0 -1.293 0.196 
総合点数 64.19±12.38 64.0 69.46±11.05 71.0 -3.323 0.001 
SD(standard deviation)=標準偏差 
Mann-Whitney U 検定 

 

 

3. 学部別比較について 

学部別における 2017 年度及び 2018 年度の各領域の比較結果を表 6 示す。 

2017 年度と 2018 年度のそれぞれの SNEAT の領域結果を比較すると、小学部のみ「心の

健康」 (Mann-Whitney U 検定, 漸近有意確率 p=0.019)、「総合点数」 (Mann-Whitney U 検

定, 漸近有意確率 p=0.038)について、それぞれ 2 群間で有意差がみとめられた。中学部、高

等部においては、2 群間で有意差がみとめられなかった。 
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表 6 学部別の SNEAT 各領域の比較結果 

学部 
SNEAT の 

領域 

2017 年度 
(n=113) 

2018 年度 
(n=103) Ｚ値 

漸近有

意確率  
p 平均値±SD 中央値 平均値±SD 中央値 

小学部 体の健康 16.92±4.78 17.0 18.68±5.14 19.0 -1.492 0.136 
心の健康 25.86±4.77 26.0 28.53±4.67 28.0 -2.351 0.019 
社会生活機能 22.70±3.87 22.0 23.50±4.85 24.0 -1.216 0.224 
総合点数 65.49±9.92 64.0 70.70±11.77 69.5 -2.078 0.038 

中学部 体の健康 20.24±5.62 21.0 21.45±4.76 22.0 -0.444 0.657 
心の健康 26.71±3.79 26.0 27.68±4.01 28.0 -0.943 0.346 
社会生活機能 21.76±4.58 24.0 22.52±3.35 22.0 -0.176 0.860 
総合点数 68.71±9.93 70.0 71.65±9.39 72.0 -1.122 0.262 

高等部 体の健康 18.00±6.41 18.0 17.82±6.67 20.0 -0.087 0.931 
心の健康 25.26±6.02 26.0 26.36±5.41 27.0 -0.599 0.549 
社会生活機能 21.78±5.24 22.0 21.43±3.39 22.0 -0.614 0.539 
総合点数 65.16±13.78 66.0 65.61±11.39 68.0 -0.306 0.759 

SD(standard deviation)=標準偏差 
Mann-Whitney U 検定 

 

 

4. 科目別比較について 

科目別における 2017 年度及び 2018 年度の各領域の比較結果を表 7 示す。 

科目別比較について、2017 年度と 2018 年度のそれぞれの SNEAT の領域結果を比較する

と、「各教科等合わせた指導」の「総合点数」 (Mann-Whitney U 検定, 漸近有意確率 p=0.011)、

「技能 4 教科」の「心の健康」(Mann-Whitney U 検定, 漸近有意確率 p=0.042)について、

それぞれ 2 群間で有意差がみとめられた。「自立活動」及び「主要 5 科目」については 2017

年度と 2018 年度の結果に有意差が認められなかった。 

 
表 7 科目別の SNEAT 各領域の比較結果 

授業科目 
SNEAT の 

領域 

2017 年の結果 
(n=113) 

2018 年の結果 
(n=103) Ｚ値 

漸近有

意確率 
p 平均値±SD 中央値 平均値±SD 中央値 

自立活動 体の健康 18.72±5.82 19.0 20.12±4.44 21.0 -0.872 0.383 
心の健康 25.79±4.90 26.0 26.82±4.64 28.0 -0.845 0.398 
社会生活機能 22.72±4.12 24.0 21.94±4.22 22.0 -0.806 0.420 
総合点数 67.23±11.39 67.0 68.88±10.80 71.0 -0.633 0.526 

各教科等 
合わせた 
指導 

体の健康 17.19±5.81 17.0 19.74±5.32 19.0 -1.701 0.089 
心の健康 26.05±5.73 27.5 28.76±3.67 28.0 -1.911 0.056 
社会生活機能 22.05±4.69 22.0 23.53±3.52 24.0 -1.591 0.112 
総合点数 66.02±11.89 66.0 72.03±7.84 72.0 -2.551 0.011 

主要 
5 教科 

体の健康 13.75±6.71 10.5 16.50±7.89 15.0 -0.346 0.742 
心の健康 25.67±5.27 26.0 25.69±6.57 24.5 -0.255 0.803 
社会生活機能 22.89±4.01 22.0 23.25±4.61 24.0 -0.432 0.677 
総合点数 62.50±13.10 60.5 65.44±17.34 64.0 -0.245 0.834 

技能 
4 教科 

体の健康 18.60±3.34 19.0 20.08±5.99 20.0 -0.474 0.483 
心の健康 24.20±4.73 26.0 28.92±4.21 28.0 -0.038 0.042 
社会生活機能 19.40±6.33 22.0 20.92±4.05 22.0 -0.063 0.976 
総合点数 62.20±12.26 65.5 69.92±10.21 70.0 -1.399 0.166 

SD(standard deviation)=標準偏差 
Mann-Whitney U 検定 
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5. 授業内容について 

 実際に行われた授業について、単元・題材名を表 8-1 及び 8-2 に示す。科目別比較同様、

「自立活動」及び「各教科等合わせた指導」、「主要 5 教科」、「技能 4 教科」に分けて、一部

抜粋して示す。 

 

表 8-1 評価対象授業の単元・題材名(一部抜粋); 2017 年度 

年度 科目 単元・題材名 
2017 年度 自立活動  書字の基本「自分の名前を書こう」 

 計算をしよう(ひっ算のプリント学習) 
 3 つの課題にとりくもう 
 個別学習(作業課題、プリント学習、ワークシステム) 
 みんなで教室をきれいにしよう 
 数の概念、曜日、週間予定表 
 清掃を通して体(身体)を動かそう 
 みんなでカードゲーム 
 手紙の封入作業 
 iPad でひらがなのなぞり 
 手指訓練と排便を促す訓練 
 シャツのボタンを留める 
 手指訓練、コミュニケーション(要求カード) 
 手や指のつかい方、手元をみる練習 

等 
各教科等 
合わせた指導 

 きもちよく朝をむかえよう 
 おはよう！気持ちの良い 1 日の始まりだ！ 
 朝の会・朝の学習 
 朝の準備をしよう 
 ビジネスマナー 
 遠足の事前学習“子どもの国へいこう”  
 調理学習・ブラウニーを作ろう 
 地域の小学校交流 
 3 年生と合同遊び「ふれあい」 

等 
主要 5 教科  始点と終点を意識しよう 

 校外実習の作文を書こう 
 漢字プリント・小説 
 金銭(買い物学習) 
 割合い「割引きしたあとの代金を求める」 
 小遣い帳のつけかた 

等 
技能 4 教科  楽器演奏 

 曲を聴きながら、強弱に気をつけながらリズム打ち 
 手話でうたおう「嵐のふるさと」合奏しよう「運命」 
 陸上競技 
 調理実習：ごはん・みそ汁 
 漆喰シーサー作り 

等 
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表 8-2 評価対象授業の単元・題材名(一部抜粋); 2018 年度 

年度 科目 単元・題材名 
2018 年度 自立活動  楽しく体を動かそう 

 いろいろな動きに挑戦しよう 
 色の弁別、ペンの組み立て方 
 写真(絵)と名前のマッチング 
 印のついた箇所へのシール貼り 50 枚 
 iPad での単語の発音、鉛筆での書きと、箱折り 
 おなかのマッサージ、運動ウォーキング 

等 
各教科等 
合わせた指導 

 調理学習「クッキーを作ろう」 
 修学旅行の思い出を書こう 
 カレーパーティをしよう 
 秋の遠足事前学習 
 作物への追肥 
 リサイクル活動 
 ニラの観察 
 製品販売学習 
 農場管理、液肥かけ、防虫ネットはり、草取り 
 ビルクリーニングを取り入れた清掃(事務室) 
 産業教育フェアに向けて 
 新聞バッグ制作 
 もえるゴミを回収しよう 

等 
主要 5 教科  様子や気持ちを表す言葉がわかる 

 自分の気持ちを伝えよう 
 「きもち」や「ようす」をあらわすことば 
 毎日のプリント(ひらがな 50 音)、年賀状を書こう 
 夏休みの思い出を発表する 
 かたち〇△□ 
 お金の学習 
 長さの単位 
 iPad アプリを使っておつりを計算する 

等 
技能 4 教科  身近な音楽にふれよう 

 三線をひこう 
 秋の歌をみんなで歌おう 
 季節の曲を歌おう 
 版画裏採色 

等 

 

 

Ⅳ．考察 

 

2017 年度と 2018 年度のそれぞれの SNEAT の領域結果を比較すると、「体の健康」及び

「心の健康」、「総合点数」について、2 群間で有意差がみとめられた。つまり、2017 年度か

ら 2018 年度にかけて、教育課程・指導方法を改善したことが SNEAT の結果に表れている

といえるだろう。 

学部間比較について、2017 年度と 2018 年度のそれぞれの SNEAT の領域結果を比較する

と、小学部に限定して「心の健康」及び「総合点数」について、それぞれ 2 群間で有意差が

みとめられた。中学部、高等部においては、2 群間で有意差がみとめられなかった。これは、
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小学部において、特に教育課程・指導方法の改善がより効果的であり、SNEAT の「心の健

康」に影響したと考えられる。2017 年度に小学部で行われた同じ科目の単元・題材名を確認

すると、「個別学習(作業課題、プリント学習、ワークシステム)」、「朝の準備をしよう」など

個別的な内容が多く見られた。しかし、2018 年度に行われた授業の単元・題材名を確認する

と、「お友達と話そう」、「ひとりでやってみよう、友達とやってみよう」など周囲とのかかわ

りを促すような単元・題材名が多く見られた。「心の健康」の項目には、「Q7 児童生徒の学習

上の意欲は高まり」や「Q8 授業中起こりうる場所や場面の変化への対応」の項目が含まれて

いる。そのため、まだ他者とのかかわりに慣れていない小学部の児童生徒において周囲との

関係性を促すような内容が効果的であったのではないかと考えられる。 

教科別比較について、2017 年度と 2018 年度のそれぞれの SNEAT の領域結果を比較する

と、各教科合わせた指導の「総合点数」、技能 4 教科の「心の健康」について、それぞれ 2

群間で有意差がみとめられた。しかしながら、自立活動及び主要 5 科目については 2017 年

度と 2018 年度の結果に有意差が認められなかった。 

2017 年度に行われた各教科合わせた指導の単元・題材名を確認すると、「おはよう！気持

ちの良い 1 日の始まりだ！」、「ビジネスマナー」、「遠足の事前学習”子どもの国へいこう”」

などの授業が行われていた。対して 2018 年度に行われた各教科合わせた指導の単元・題材

名は「修学旅行の思い出を書こう」、「作物への追肥」、「ビルクリーニングを取り入れた清掃」

などより体験的な、もしくは経験に則った単元・題材名であった。これらの各教科合わせた

指導においては、領域に着目した教育課程・指導法ではなく、総合的に教育効果を狙ったも

のだと考えられるため、それぞれの領域点数において有意差が認められなかったものの、総

合点数において有意差が確認されたのではないかと考えられる。 

また、主要 5 教科については 2017 年度と 2018 年度の結果に有意差が認められず、技能 4

教科については「心の健康」について有意差が認められた。これに関しても、知的障害のあ

る児童生徒は抽象的概念の操作などが難しい特徴が見られるため、主要 5 教科では有意差が

認められず、技能 4 教科の面で顕著に「Q5 児童生徒に肯定的な気分の変化」、「Q6 児童生徒

は集中した学習活動」、「Q7 児童生徒の学習上の意欲は高まり」に繋がっていたのではない

かと考えられる。今後、主要 5 教科については更に具体物の操作を繰り返す体験的な数字の

操作等の学習指導が必要になってくるのではないかと考えられる。 

今回の研究において、収集した結果に偏りが見られる事や 1 年 1 回の 2 回でのデータ収集

だけでは教育効果を検討することが難しいという事が課題として挙げられる。しかしながら、

教育現場の性質上、医療や看護分野での研究のようにコントロール群などを設定し、教育効

果を検討することが難しい。今後は、さらに対象者を増やしたり、データ収集の頻度を増や

したりするなど、継続的に教育評価を続けることで、考察に掲げた内容を検討する必要があ

る。また、その変化を基に教育課程及び指導方法の改善を行うことで、より般化された効果

的な教育課程及び指導方法を検討することができるのではないかと考えられる。 

 

 

謝辞 
 

お忙しいながらも、本研究にご協力頂いた特別支援学校の與儀 達子校長及び SNEAT を使

用した授業評価をして頂いた先生方に、深く感謝申し上げます。 



 DOI: doi.org/10.20744/incleedu.7.0_16 
Journal of Inclusive Education, VOL.7 16-25 

 

 
 

25 

文献 
 
1) 文部科学省(2019) 今後の学習指導要領改訂に関するスケジュール. 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfil

e/2019/02/08/1384661_001.pdf (最終閲覧日:2019 年 8 月 5 日) 

2) 横倉久(2015) 特別支援学校における教育の現状. 文部科学省. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/063/siryo/attach/1365690.htm 

(最終閲覧日:2019 年 8 月 5 日) 

3) 中央教育審議会(2015) 教育課程企画特別部会における論点整理について(報告) 教育課

程企画特別部会 論点整理. 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/1

2/11/1361110.pdf (最終閲覧日:2019 年 8 月 5 日) 

4) 佐和田聡・城間園子(2019) 特別支援学校における学校組織マネジメントを活かした学校

経営１. 高度教職実践専攻(教職大学院)紀要, 3, 159-164. 

5) 文部科学省(2016) 教育課程部会 特別支援教育部会(第 6 回). 資料 3 知的障害のある児

童生徒のための各教科について. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/063/siryo/__icsFiles/afieldfile/

2016/02/29/1367588_01.pdf (最終閲覧日:2019 年 8 月 5 日) 

6) Changwan HAN, Aiko KOHARA & Masahiro KOHZUKI(2014) Development of 

Scale to Special Needs Education Assessment Tool(SNEAT). Asian Journal of 

Human Services, 7, 125-134. doi:10.14391/ajhs.7.125  

7) Aiko KOHARA, Changwan HAN, Haejin KWON & Masahiro KOHZUKI(2015) 

Validity of the Special Needs Education Assessment Tool (SNEAT), a Newly 

Developed Scale for Children with Disabilities, The Tohoku Journal of Experimental 

Medicine, 237(3), 241-248. doi: 10.1620/tjem.237.241 

8) 太田信子・種村純(2013) The Cambridge Prospective Memory Test 日本版の標準化と信

頼性に関する研究. 高次脳機能研究, 33(3), 339-346. doi:10.2496/hbfr.33.339 

9) 白澤貴子・落合裕隆・島田直樹・大津忠弘・星野祐美・小風暁(2010) 特集：小児期にお

ける健康問題―疫学によるアプローチ― 検診結果からみた小児生活習慣病, 昭和医学会

雑誌, 70(6), 458-462. doi:10.14930/jsma.70.458 

 



 DOI: doi.org/10.20744/incleedu.7.0_26 
Journal of Inclusive Education, VOL.7 26-39 

 

 
 

26 

ORIGINAL ARTICLE 

通常学校における多様な生徒の理解と支援の 
ためのツールの信頼性及び判別的妥当性の検証 
―特別支援教育の専門性の観点から― 
 

The Verification of Reliability and Discriminative Validity of 
Tools for Understanding and Support of Various Students in 
Regular School; From the Viewpoint of Special Needs Education 
Specialization 
 
 
玉那覇 静子 1), 田中 敦士 2)  
Shizuko TAMANAHA      Atsushi TANAKA 

 
1)  沖縄県宜野湾市立普天間中学校 

Futenma Junior High School, Ginowan City, Okinawa, Japan 
 

2) 札幌学院大学人文学部 
Faculty of Humanities, Sapporo Gakuin University, Japan 

 
＜Key-words＞ 
通常学校, SNEAT10, 信頼性, 判別的妥当性 
regular school, Special Need Education Assessment Tool 10(SNEAT10), reliability, discriminative validity 

 

ttamanaha_f@yahoo.co.jp（玉那覇 静子） 

Journal of Inclusive Education, 2019, 7:26-39. © 2019 Asian Society of Human Services 

 

ABSTRACT 
 

 沖縄県内の通常学校（中学校）の教育現場で通常の学級に在籍する生徒を対象に，

SNEAT10 の信頼性と判別的妥当性を検証した。SNEAT10 は QOL の概念を取り入れ，「体

の健康」3 項目，「心の健康」4 項目，「社会生活機能」の 3 領域 10 項目からなる尺度である。

小学校で信頼性（小原・太田・安藤，2016）と判別的妥当性（Kohara, Ando, Yano, et al., 2017）

が検証されているが，中学校での信頼性および妥当性はこれまで検証されていなかった。 

本研究において中学校でのデータ収集を行い，信頼性を検証した結果，Cronbach’s α 値が

体の健康・心の健康・社会生活機能の 3 つの領域でいずれも基準値の 0.7 を上回ったため，

信頼性が高い尺度であることが確認された。また，判別的妥当性分析の結果，IN-Child 非該

当生徒と IN-Child 該当生徒の点数が 3 つの領域のすべてにおいて，p＜0.001 となり有意な

差が認められた。これらの結果により，SNEAT10 は小学校だけではなく中学校を含めたの

教育現場でのスクリーニングツールとして十分に活用可能であることが示された。 
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Ⅰ．はじめに 

  

ユネスコ・サラマンカ宣言（1994）は，インクルーシブ志向をもつ通常の学校こそ，差別

的態度と戦い，すべての人を喜んで受け入れる地域社会をつくり上げ，インクルーシブ社会

を築き上げ，万人のための教育を達成する最も効果的な手段であると述べている。つまり，

インクルーシブ教育の推進は，最終的な到達点としてのインクルーシブな社会を実現する上

でもきわめて重要なステップであるとし，障害をもつ人びとの諸問題は，彼らの潜在的可能

性に対してよりも，むしろ彼らのインペアメントに焦点を向けるという問題をはらんだ社会

によって作りあげられてきたことを指摘している。一木（2010）も，「インクルーシブ教育

とは障害児者を排除しない教育であり，障害児者は排除されないために社会全体の力をつけ

るのがインクルーシブ教育であり，共生社会の実現のためには学校教育こそインクルージブ

な環境でなければならない。この前提をなくしてインクルーシブ教育について議論すること

の危険性をまず指摘したい」と示唆している。 

このように，インクルーシブ教育の推進は社会にとって重要且つ必要不可欠な課題である。

そして，2016 年 4 月から，我が国では，障害者差別解消法が施行されたことによって障害者

への基礎的環境整備と合理的配慮が求められることとなった。日本社会の法整備が進み，教

育現場における対応も具体的に求められている。共生社会の実現に向けた特別支援教育の担

う役割はますます大きくなってきたといえよう。 

 

 

Ⅱ．研究背景 
 

1. 特別支援教育における教育現場の現状 

 文部科学省（2012）は，現行の学習指導要領に，幼稚園教育要領，小・中学校学習指導要

領等の改訂のポイントとして，3．教育内容の主な改善事項教育課程（各教科，道徳，総合的

な学習の時間及び特別活動）における 7 つの主な改善事項に，「重要事項」として特別支援教

育において障害に応じた指導工夫を明記している。「特別支援教育」は 2007 年 4 月から学教

育法の一部改正により，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進」の下，全ての学校において実施されることとなった。障害のある子ど

も一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行うことに重点が置かれ，通常学級に在籍する

発達障害の生徒への対応が求められるようになった。そして，2016 年 4 月には障害者差別解

消法が実施され，教育現場で障害のある児童生徒に対する合理的配慮及びその基礎となる環

境整備が求められるようになった。これらは，教育が及ぼす社会への影響力の大きさへの期

待ともいえる。 

ところが，現実には，通常学級で発達障害児などの支援対象児が種々の困難に直面し，担

任教師もまた困難を感じて支援を必要としていることは今や周知の事実である（浜谷, 2012）。

当時，中村（2007）は，この改正によって起こりうる通常学級における教員の動揺・困惑に

対応できる具体的取り組みが求められることを指摘した。また，特別支援教育の成り行きに

ついて学校の動向を注視していた浜谷（2012）によると，特別支援学級や特別支援学校にお

いては，従来と同様な状況にあるが，障害児やその周辺の児童生徒をめぐって，教育現場で

は大きな状況の変化が進行していることを報告している。別府（2013）も，通常学級を担当
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する教師にとって特別支援教育は重要な仕事のひとつとなったが, 教師の指導困難な状況が

あることを危惧している。 

このように 2007 年より全ての学校によって実施された「特別支援教育」の危惧は，文部

科学省（2012）の「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に関す調査」における，通常の学級に在籍する 6.5％の学習のニーズのある

児童生徒，いわゆる発達障害の生徒への対応である。杉山（2011）は，現在の特別支援教育

における支援の工夫は，随分進歩したものの，まだ目が粗いと指摘している。実際教育現場

でも，基礎的環境整備についても，教員や支援員等の専門性，特別支援学級や通級指導教室

の整備など，多くの課題が残され，それらの中には，学校や教職員の努力だけでは限界があ

り，行政が積極的に働きかけなければ解決できないことに苦悩している。 

 

2. 専門性のある指導が保証される必要性  

発達障害は脳機能障害であることから障害特性に応じた指導と支援が必要であり，通常学

級に在籍する学習障害（LD）や注意欠陥多動性障害（ADHD）の生徒については，特別な教

育課程による教育が認められている（学習指導要領, 2008）。また，通級指導教室が設置され

た学校では，専門の教師によって障害の程度に応じた学習や生活上の困難を改善，克服する

ための学習を受けられることが学校施行規則（2006）によって規定されている。 

2012 年の文部科学省の調査から 2 年後，国立特別支援研究所（2014）の伊藤・柘植・梅

田ら（2015）は，「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に関する調査」の補足調査（以後，「補足調査」と略す。）を行い，その調査

のなかで，小学校で 82.7％，中学校で 76.6％の教員 が 6.5％より多く在籍していると捉えて

いる，という結果を報告した。そして，こうした子どもに適切な指導・支援を行うにあたり，

個別あるいは少人数で指導を行うことができる通級指導教室の存在は非常に有効性が高いと

思われ，機能の充実が望まれる資源であることを認めている。しかし，通級の指導を受ける

生徒数はこの 7 年間で約 5 倍近く存在しているが，その 6.5％の子どものうち， 93.3％が通

級による指導を受けていないという結果もある。このことから，何等かの支援を必要とする

子に対する今後の指導・支援を考えていく際の大きな課題となることがわかる。また，中学

校では通級指導教室の設置数のみならず，通級指導教室で指導を受ける子どもの数も大きく

減少している点についても，その理由を明らかにし，有効な教育的資源となるための方法を

検討することの必要性も指摘している。 

このような状況が続く中，平成 28 年度の通級による指導実施状況調査結果（文部科学省, 

2016）の沖縄県の中学校の通級指導教室で指導を受ける生徒数に大きな変化が現れた。平成

28 年度に沖縄県で通級による指導による指導を受けていた児童生徒数は小学校で 890 名（平

成 27 年度は 823 名），指導教員は 39 名（平成 27 年度は 38 名）であるのに対し，中学校の

生徒数は 180 名（平成 27 年度は 90 名），指導教員は 11 名（平成 27 年度は 6 名）とこの 1

年で 2 倍に増えている。さらに，文部科学省（2017）が公表した 2017 年度学校基本調査に

よって，沖縄県内の公立小学校の自閉症・情緒障害学級は 325 クラス（前年度比 70 クラス

増）で知的障害学級を初めて上回ったことが報告された。沖縄県の公立中学校の情緒障がい

学級数は 114 クラス（同 22 クラス増）で，県内の小中学校でも年々増加していることが報

告された（沖縄タイムス, 2017）。このような状況は，これまでの特殊教育ではあり得なかっ

た現象であり，特別支援教育が何を対象としているのか 10 年目にして如実に現れてきた。 
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日本は少子化に伴い児童生徒数は減少の一途を辿っているが，特別支援教育を受ける児童

生徒数は年々増加している。情緒学級に在籍する生徒は，通常学級での不適応によることが

在籍の理由である。通常の学級で困難を抱えている生徒は確実に増えている。この状況は学

校のみならず，ひいては社会での不適応を意味することから，それを回避するために学齢期

における特別支援教育はますます重視されることが予想される。 

日本国憲法は，教育基本法（2006）で障害者に対する教育の機会の保証を謳っているが，

社会や教育現場への障害に対する理解啓発など基礎的環境整備を十分に整えることなく法改

正を進めてきた。特別支援教育がスタートして 10 年を経た現在，社会の特別支援教育への

ニーズと期待はどんどん高まるなか，すべての学校は障害を持つ生徒への指導, 支援を求め

られながら, 教育現場には障害に対する専門性を持った管理職や通常の学級に専門的な知識

のある教員は極めて少ないのではないか。それは，文部科学省（2002）の「通常の学級に在

籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」によって，軽度発達

障害という名称が社会で認知されたものの，その 5 年後に文部科学省（2007）は，その意味

する範囲が必ずしも明確ではないこと等の理由から，今後その言語は原則として使用しない

と通知し，「軽度」が削除されている。それは，対象となる生徒への対応の困難さが理由であ

ったことも理解しておきたい。 

 

3. ダイバーシティー（多様性）教育の困難さ 

 文部科学省（2007）は学校教育法の一部改正で各学校段階の教育が果たすべき役割として，

子どもたちが思春期に入り，学習内容も高度化する中学校は，小学校段階に比べ，問題行動

等が増加するといった多くの教育課題を抱えていることを指摘している。また，高橋・荒川

（2007）は，現代の教育現場は，各種の困難，不登校，不適応，いじめ，虐待，非行，養護

問題，慢性疾患，病気療養などこどもの生活と学習・発達をめぐる諸問題が深刻化している

と述べている。この状態は，まさに学校の教育現場がダイバーシティー（多様性）の環境で

あることを示しており，課題解決には学校と各専門機関との連携による様々な対応と支援体

制の体系化が求められる。 

 

４．アセスメントツールの必要性と可能性 

加藤（2006）は，このような教育現場の現状を解決するために，教師が生徒の不適応状態

を客観的な行動観察方法によって把握し，その行動を維持（存続）させている条件を同定す

るための「アセスメントの必要性」を述べている。山岡・水上・沼田ら（2005）は，子ども

の不適応行動の改善には，「見立て」が援助のポイントであり，問題解決のためには，全教職

員が「見立て」の必要性を認識し，学校内で「見立て」が有効に機能する必要があることを

専門家の立場から述べている。更にアセスメントについて，教育現場での“優れたアセスメ

ントツール”とは，判断するためだけのものではなく，結果を分析し具体的な支援に結びつ

けていくことが大切であることを指摘している。 

そこで，アセスメントツールについて先行研究を調べたところ，特別支援学校の現場で子

どもの状態（変化）をみて，教育成果を測る尺度 SNEAT（Han, Kohara & Kohzuki, 2014）

が開発されていた。SNEAT（Special Needs Education Assessment Tool；特別支援教育成

果評価尺度）とは，教師によって教育の教育成果を測る尺度（質問紙）で，体の健康，心の

健康，社会生活機能の 3 領域 11 項目で構成されており，主に特別支援学校で行われる教育
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活動の教育成果評価を測定対象としている。その SNEAT を通常の学校の教育現場で使用で

きるように改良したのが SNEAT10 である。既存の SNEAT の項目の中から，通常学校の教

育成果評価で必要な項目である 10 項目を抽出した SNEAT10 を開発された（小原・太田・

安藤，2016）。SNEAT10 は，体の健康，心の健康，社会生活機能の 3 領域 10 項目で構成さ

れているため，わずかな時間で生徒の状態が得点に換算され，点数が低いところに生徒の抱

える課題が見いだせるうえに，IN-Child の抽出ができる多忙な教育現場に適した簡易ツール

であると考えられる。 

IN-Child（Inclusive Needs Child:包括的教育を必要とする子）とは，「発達の遅れ，知的

な遅れ又はそれらによらない身体面，情緒面のニーズ，家庭環境などを要因として，専門家

を含めたチームによる包括的教育を必要とする子」（Han, Ota & Kwon, 2016）と定義づけら

れている。これまで教育現場では，気になる生徒，困り感のある生徒の抽出にはそれぞれの

学校や教師が自身で入手できるツールを活用して実態を把握していた。SNEAT10 の

IN-Childの抽出によって生徒の持つ課題は3領域の何が起因となっているのか教師に生徒の

背景要因を理解する手立てとなる。教師によるアセスメントによって，包括的な支援を必要

とする生徒（IN-Child）の抽出を可能にするということは，現代の急速な社会変化がもたら

したひずみによって，多様な課題を持った生徒を抱える教育現場にふさわしいアセスメント

ツールであるといえるのではないだろうか。小学校で信頼性（小原・太田・安藤，2016）と

判別的妥当性（Kohara, Ando, Yano, et al, 2017）がすでに検証されている。しかし，通常学

校の中学校での信頼性・妥当性はこれまでに検証されていない。「SNEAT10」を公立の中学

校で実施することによって，信頼性と妥当性が検証できたとしたら，今後教育現場の課題解

決に役立つツールとして活用できると考えた。 

 

 

Ⅲ．目的 
 

 SNEAT10 は，特別支援学校の授業成果評価を行うツールを基にして開発されたため，通

常学校に在籍するほとんどの児童生徒は高い点数をとること，特別支援教育を必要とする 

IN-Child は低い点数をとることを予測して開発されている（小原・太田・安藤，2016）。さ

らに，SNEAT は QOL の概念を取り入れた尺度となっているため，SNEAT10 も QOL の観

点から教育的課題を考察することができるといえよう。公立中学校における IN-Child（発達

の遅れ，知的な遅れ又はそれらによらない身体面，情緒面のニーズ，家庭環境などを要因と

して，専門家を含めたチームによる包括的教育を必要とする子）の抽出をするためのアセス

メントツールとして活用することができるのか，SNEAT10 の信頼性と妥当性の検証を行う

ことを目的とする。 

 

 
Ⅳ．研究方法 

 

1. 対象と実施期間 

 2016 年 8～9 月に SNEAT10 を実施及び収集をした。対象は沖縄県内の公立中学校 1 校に

おける 1 学年～3 学年の全校生徒 467 名である。 
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2. 研究手続き 

 2016 年 5 月から 6 月にかけて，中学校の学校長，教頭に研究の趣旨説明，研究方法や結果

のフィードバック方法について説明し研究対象校としての協力依頼した。研究結果を学校に

還元すること，生徒と教師の今後のより良い指導や支援に生かすことが目的であることの理

解を得て研究対象校として了承された。その後，企画委員会の同意のもと実施の運びとなっ

た。8 月の校内研修で全職員を対象に説明会を開き研究の詳細な説明を行い担任 14 名に質問

紙①（フェイスシート）と質問紙②（SNEAT10）を配布し質問紙の記入してもらった。デ

ータの回収を 9 月～11 月とし，その間研究者本人が現場に出向き記入方法についての疑問へ

の対応を行った。全データの活用を目標とし，回収したデータの入力を行いながら記入漏れ

について確認し，再記入してもらうことで全生徒のチェックリストを回収することができた。

生徒一人ひとりにコメントを添えたレポートを 2 月までに作成し，次年度学級編成に活用で

きるよう 3 月上旬に学校へ出向いて結果報告書を提出した。各学年主任にレポートの読み取

り方を説明し報告を完了した。 

 

3. 質問紙①（フェイスシート） 

 質問紙は 1 人につき一枚のフェイスシートを配布した。内容としては，学級担任の基本属

性として，性別・教師経験年数・特別支援教育経験年数・特別支援教育免許の有・無の記入

をする（小原・太田・安藤, 2016）。加えて本研究では，子どもの基本属性として，年齢・学

年・組・番号・性別を記入し，支援ニーズを 1＝｢支援は必要ない」，2＝｢たまに支援して欲

しい｣，3＝｢時々支援して欲しい｣，4＝｢半日程度支援して欲しい，5＝｢常時支援して欲しい｣

で最も適切な数字に○を付けるようにした。 

 

4. 質問紙②（SNEAT10） 

実際に使用した，小原・太田・安藤（2016）の SNEAT10 の質問内容は以下の通りである。

「体の健康」3 項目，「心の健康」4 項目，「社会生活機能」3 項目の 3 領域 10 項目それぞれ

の項目について，回答形式 1＝｢ほとんどない」，2＝｢少しだけ｣，3＝｢多少は｣，4＝｢かなり｣，

5＝｢非常に｣ 最も適切な数字に○をつけて評価する方法である。記入者は，それぞれの項目

について，回答形式 1＝｢ほとんどない」，2＝｢少しだけ｣，3＝｢多少は｣，4＝｢かなり｣，5＝

｢非常に｣ から，最も適切な数字に○をつけて評価する（表 1）。 
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表 1  SNEAT10 の質問内容 

体の健康 

Q1 授業で行った活動は，児童生徒の体の状態に適したものでしたか 

Q2 児童生徒の姿勢と運動・動作が改善されましたか  

Q3 児童生徒は生活管理に関する理解が深まりましたか  

心の健康 

Q4 児童生徒に肯定的な気分の変化はみられましたか   

Q5 児童生徒は集中して学習活動に取り組みましたか 

Q6 児童生徒の学習上の意欲は高まりましたか 

Q7 児童生徒は，授業中起こりうる場所や場面の変化を理解し対応しましたか 

社会生活機能  

Q8 児童生徒は，授業中，他者とのかかわりをもちましたか 

Q9 児童生徒は，授業中，適切なコミュニケーション手段を選択し表現しましたか 

Q10 児童生徒は，授業のルールを理解し行動調整をしながら参加しましたか  

 

 

5. IN-Child の抽出方法 

本研究では 467 名のデータのうち包括的教育が必要であるとする基準値を下回ったカッ

トオフ値以下の IN-Child 該当生徒のデータを対象に分析した。スクリーニングのための計算

式には，先行研究同様に（平均点数）－（2×標準偏差）の計算式を使用（小原・太田・安藤，

2016）に則り，知能検査等でも使用される（平均点数）－（2×標準偏差）を使用した。そ

れらの計算式を用いることで，総合点数及び各領域のカットオフ値の算出を行う。基準値は，

カットオフ値以下の生徒を IN- Child とする。 

 

6. 統計分析の方法 

信頼性の検証には内的整合性の Cronbach’s α 値を使用。α 値は 0.70 以上であれば信頼性

は高いと判断される(Cronbach’s, 1951)。 妥当性の検証には判別的妥当性の手法を用い，教

職員・生徒の基本属性・性別や学年別による身体的・心理的・社会的特徴の比較分析は, t 検

定を使用した。ｔ検定による有意確率は.05 未満である。統計ソフトは SPSS Ver.23 を使用

した。 

 

 

Ⅴ．結果 
 

1. 担任教員の基本属性 

教師の基本属性は，1 学年男性 2 名・女性 3 名の計 5 名，2 学年男性 1 名・女性 3 名計 4

名， 3 学年男性 2 名・女性 3 名の計 5 名で，男性教員 6 名（42.9％）・女性教員 8 名（57.1％）

で計 14 名であった。特別支援学級担任経験者および特別支援学校教員免許保有者はいなか

った。全ての教師が特別支援教育に携わった経験がなく免許保有者は 0 人（0％）であった。 
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2. 生徒の基本属性 

沖縄県内の公立中学校 1 校の全校生徒 467 名を対象とし，467 名（100％）が分析対象と

なった。対象者の基本属性は，1 学年 152 人（32.5％），2 学年は 156 人（33.4％），3 学年

は 159 人（34.0％）となった。男女の内訳については，男子 265 人（56.7％），女子 202 人

（43.3％）となった。 

 

3. 特別支援教育支援員が必要と考える生徒の割合 

担任教員が SNEAT10 を記入する前に，特別支援員支援員の必要性を感じていた生徒数 94

名（20.1％）のおよそ半数という結果であった。内訳は支援レベル 2 が 53 名（11.3％），支

援レベル 3 が 20 名（4.3％），支援レベル 4 が 8 名（1.7％），支援レベル 5 が 13 名（2.8％）

であった。 

 

4. カットオフ値及び該当生徒数 

本研究で 467 名のデータのうち包括的教育が必要であるとする基準値を下回ったカット

オフ値以下の生徒を IN-Child とした。カットオフ値による IN-Child 該当生徒は 53 名で，

全校生徒の 11.3％であった。この数字は文科省による調査の 6.5%を 4.8％上回る結果であり

該当児のデータを対象に分析した結果，総合点数及び各領域のカットオフ値は，総合得点 50.7

点で 35 名（7.5％），体の健康 17.1 点で 34 名（7.3％），心の健康 18.1 点で 44 名（9.4％），

社会生活機能は 13.7 点で 23 名(4.9％）であった。 

 

5. IN-Child の領域別該当人数 

467 名のデータ中，体の健康の領域の IN-Child 該当生徒数は 34 名（7.3％）で，そのうち

男子 24 名（5.1％），女子 10 名（2.1％）であった。 心の健康の領域の IN-Child 該当生徒数

は 44 名（9.4％）で，そのうち男子 30 名（6.4％），女子 14 名（3.0％）であった。社会生活

機能の領域の IN-Child 該当生徒数は 23 名（4.9％）で，そのうち男子 14 名（3.0％），女子

9 名（1.9％）であった。また，総合得点による IN-Child 該当生徒は 35 名（7.4%）で，そ

のうち男子 23 名（4.9％），女子 12 名（2.6％）という結果であった。 

 

6. 領域別の IN-Child 該当生徒の人数と男女の内訳 

IN-Child に該当する生徒の各領域の人数と男女の内訳は，3 領域のいずれかに該当する生

徒数が 53 名（11.3％），そのうち男子 34 名（7.3％），女子 18 名（3.9％）であった。また，

そのうち全領域で IN-Child に該当する生徒は 15 人(3.2％）であり，うち男子 12 名（2.6％），

女子 3 名（0.6％）であった。2 領域に該当する生徒数は 18 名（3.8％）であり，うち男子 10

名（2.1%），女子 8 名（1.7％）。1 領域のみ該当する生徒数は 20 名（4.2％）であり，うち男

子 13 名（2.8％），女子 7 名（1.5％）という結果であった。 

 

7. 信頼性分析の結果 

Cronbach’s α 値は，体の健康 0.90，心の健康 0.94，社会生活機能 0.891，総合得点 0.965

とすべての領域で基準の 0.70 を上回り，信頼性が高い尺度であることが確認された。 
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8. 判別的妥当性の結果 

IN-Child 該当生徒と非 IN-Child 該当生徒の点数の有意差を調べるため t 検定を行った。

その結果，体の健康の領域は（t(465)＝24.568，p＜0.001），心の健康の領域は，（t(465)=38.552，

p＜0.001），社会生活機能の領域は，（t(465)=34.330，p＜0.001）となり，IN-Child 非該当

生徒と IN-Child 該当生徒の点数には有意差が認められた。総合得点でも（t(465)＝32.746，

p＜0.001)，IN-Child 非該当生徒に比べ，IN-Child 該当生徒の p 値の点数が有意に低かった

（p 値は 0.05 未満で有意と判断される）。 

全ての領域で IN-Child 該当生徒の点数が IN-Child 非該当生徒より，極めて低い結果が得

られたことで，判別的妥当性が検証された。SNEAT10 は通常の学級に在籍するほとんどの

生徒は点数が高いことを予想して作られた尺度であり，スクリーニングツールとして使用可

能であることが示された。 

 
 

Ⅵ．考察 
 

 本研究は通常学校（中学校）の教育現場において，包括的支援を必要とする児童生徒

（IN-Child）に対する SNEAT10 のスクリーニングツールとしての機能検証を行い，

SNEAT10 の信頼性と判別的妥当性が検証された。そして，信頼性と判別的妥当性において

小・中学校共に高い結果が得られたことは，SNEAT10 が教育現場で使えるツールであるこ

とを示している。 

まず，カットオフ値による IN-Child 該当人数は 53 名で，全校生徒の 11.3％となり文科省

による 2012 年度の調査結果の 6.5%を 4.8％も上回っている。この 4.8％は何を現しているの

かについては，文部科学省（2012）が，「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特

別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」についての報告にあった学習面又

は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒（6.5％）以外にも，困難があり，教育的支援

を必要としている児童生徒がいる可能性があるのではないか。さらに，文部科学省（2015）

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」より，特殊教育諸学校（盲・聾・養護

学校）若しくは特殊学級に在籍する又は通級による指導を受ける児童生徒の比率は近年増加

しており，LD，ADHD 等通常の学級等において指導が行われている児童生徒への対応も課

題になるなど，障害のある児童生徒の教育について対象児童生徒数の量的な拡大傾向，対象

となる障害種の多様化による質的な複雑化も進行していることが述べられている。 

このことから，この 4.8％の数字は，「通常学級に在籍しながら困難があり，教育的支援を

必要としている児童生徒がいる可能性がある」と考察された児童生徒の存在をアセスメント

によって拾い上げたことの裏付けになるのではないだろうか。そうであるとしたら，生徒の

実態を担任教員自身がアセスメントした結果であり信憑性を伴うことから，教員自身が生徒

のニーズは何か，について考えるきっかけとなる。アセスメントは，RPDCA サイクルの R

（Research）の部分を担い，支援の有無を左右する重要な部分である。伊藤・柘植・梅田ら

（2015）は，支援の必要性の判断をめぐる状況として，教員の気づきが支援のスタートとな

ることへの難しさを指摘している。教員の気づきや判断が支援のスタートになることで，子

どもは必要な支援が受けられないリスクを負ってしまう可能性があるからである。 

このような教育現場の課題を解決するためにも，アセスメントすることは，早期発見・早
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期教育（支援）への第一歩であり，前述したリスクの解消にも役立つだろう。さらに，アセ

スメント結果を考察することは，RPDCA サイクルの見直しにつながる。SNEAT10 を授業

と連動させることができたとしたら，特別支援教育の視点で生徒を観察できるようになり，

教員の専門性の向上に大いに役立つと考えられる。 

次に，本研究と小原・太田・安藤（2016）の小学校で実施した結果を比較したところ，

Cronbach’s α 値は中学校では各領域は 0.89～0.95 であり，小学校は 0.86～0.92 であった。

また，全項目については中学校が 0.97，小学校が 0.96 であり，ほとんど差がない高い数値

であった。しかし，カットオフ値による IN-Child 該当人数について，中学校は 53 名（11.3％）

であったのに対し小学校では，58 名（6.3％）という結果で，その差は 5.0％と大きい。 

この差については，以下の背景があると考えられる。 

文部科学省（2015）の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」による

と，問題行動に関しての調査項目を暴力行為，いじめ，不登校，高等学校中途退学，自殺と

5 つに限定しているが，加藤（2007）の定義では，「学校，あるいは学級という集団にとどま

りつつ，その中で起こされる反社会的行動であり，具体的には，ケンカや恐喝，いじめとい

った生徒間暴力，授業妨害や教師への反抗，対教師暴力，喫煙・飲酒，薬物乱用，器物破壊，

授業中の徘徊などを指す」に加え，学校現場では，服装違反，暴言，度重なる遅刻など学校

教育上教師が指導を要するとみられる行動全てが逸脱行動の対象となり，さらに広範囲な内

容となると述べている。このことは，研究背景（3．ダイバーシティー（多様性）教育の困難）

でも述べたように，生徒それぞれの背景はもとより，近年，日本もグローバル化による社会

の急激な変化によって引き起こされた情報の氾濫や家族・社会形態の変化も大きな要因であ

ると考えられる。かつて 3 世代以上で暮らすことが普通であった時代では，基本的な生活習

慣やしつけは家庭教育として身につけてきた。しかし近年は，家族形態の主流が核家族化へ

変化することによって，アパートなどの集合住宅に住む家庭が増えている。隣に住む人は知

らない人であることが多く，必然的に近所付き合いの機会も少ない閉鎖的な環境で育つこと

となる。現代は人と関わることを意識して生活しなければ，地域の人々との人間関係も希薄

な状況に陥るのが現状である。このような生活環境下で不登校や引きこもりになると，社会

生活に必要な人間関係など社会性を身につける機会を失ってしまう可能性が高まる。そして

情報化社会においては，今や次々開発される情報機器やその操作，内容に至るまであらゆる

知識は子どもの方が先行し，親や教師である大人がそれについていけない状況が生まれてい

る。世の中にあふれる情報の取捨選択能力も身につかないうちにその波にさらされている子

ども達に，スマートフォン等のサイバー犯罪，薬物教育や性教育と多岐にわたり，様々な情

報に絡む被害から身を守るための危機管理能力についての対応まで学校に求められている現

状がある。 

日本では，生徒に関わる課題の解決を学校教育に求める傾向があり，実際に学校現場では

その解決に努力している。表面的には身体的に大人と大差ないほどの成長を見せてはいても，

内面的にはまだまだ未熟な中学生である。幼い頃から積み残した家庭の問題や社会のひずみ

によって起こっている問題が，思春期の時期に大きな意味を持って表面化していることは想

像に難くない。例えば，親の虐待を受けている生徒は暴力で物事の解決を求める傾向がある。

積み上げてきた家庭教育がバックボーンとなっているが，教員がその背景を認識したとして

も解決することは容易ではない。家庭介入の部分で厳しい現実がある。このように，現代の

学校教育は，中学生の指導の範囲が拡大，多様化・複雑化し続けている事から，教育現場の
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中で教師が生徒に向き合うとき，従来の対応や支援体制だけで解決するには限界がある。 

中学校は義務教育最後の教育を担い，社会人として送り出す大きな責務がある。卒業後ほ

とんどの生徒が進学する中，15 歳で社会人となる生徒も存在する。文部科学省による学校基

本調査結果（2016）によると，全国の中学校卒業者の高校進学率は 98.7％で，進学しなかっ

た生徒のうち就職した者の割合は 0.3％，進学も就職もしない生徒が 0.7％であった。沖縄県

だけで見ると，高校進学率は 96.6％，卒業者の占める就職者の割合は 0.7％である。中学校

卒業者の都道府県別高等学校等進学率，専修学校（高等課程）進学率及び卒業者に占める就

職者の割合をみると，最も高い 0.9％の香川県に次いで，沖縄県は山梨県と同じ 0.7％で全国

平均の 2 倍以上と他県より突出している。その理由としては，最近クローズアップされてい

る貧困問題も大きな要因の一つかもしれない。教育の機会があるうちに，できるだけ早い段

階によるアセスメントで生徒の状態を理解し適切な支援に繋がることが望まれる。そして，

課題解決のための支援を学校現場だけに留めるのではなく，ダイバーシティー教育を体系化

（社会の中で，児童生徒の教育課題に応じて専門分野が担当）することが望まれる。 

最後に，担任教員が考える特別支援教育支援員が必要と考える生徒の割合は 93 名（20.1％）

という結果であった。その中のおよそ半数にあたる 53 名（11.3％）が IN-Child 該当生徒で

あった。それに対し，小原・太田・安藤（2016）の小学校の分析結果は全国調査とほぼ変わ

らない 6.3％で，中学校と小学校のその差が 5.0％と大きかった。本研究で収集した際，項目

の記入漏れ等，欠損値になってしまう可能性のあるデータについては担当教師に再度記入し

てもらった。それに対し，小学校の結果では欠損値として 30 名を除かれている。その 30 名

の生徒の中に IN-Child 該当児童がいた可能性も否めない。他にも，アセスメントする側のア

セスメントの内容（IN-Child の定義等）の理解に差があることなども考えられるが推測に過

ぎない。今後も研究調査を継続することによってその数値が何に影響をうけているのか検証

できるのではないかと考える。 

 

 

Ⅶ．結論 
 

 本研究により，SNEAT10 の中学校での信頼性及び妥当性が検証された。これによって，

小学校だけでなく中学校も含めた教育現場において，IN-Child のスクリーニングツールとし

て SNEAT10 が活用できることが明らかになった。しかし，現時点では公立中学校 1 校での

データとなったため，今後さらに幅広くデータを収集する必要がある。さらに，構成概念妥

当性について検証するためにも，大規模な範囲での実施とデータの収集，その検証が求めら

れるであろう。 
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ABSTRACT 

  

本稿では、既存の研究等を用いて特別支援教育における制度・政策の変遷について国際的

比較を行い、日本の特別支援教育における課題を見出すことを目的とする。学校教育法の一

部改正により、2007 年からこれまでの特殊教育が変わり、特別支援教育が本格的に実施され

た。特別支援教育は、日本を含め、世界各国で障害者の権利に関する条約を基に実施されて

いる。日本では、インクルーシブ教育を行うための人的・物的な環境整備等が十分に行われ

ず、理念が先走ったインクルーシブ教育導入への危険性があり、特別支援教育の先進国であ

るイギリスとイタリアの例を参考にしながらインクルーシブ教育の現状を丁寧に分析してい

く必要がある。一方、障害児に対する特別支援教育の制度及び政策は、国によって体制が異

なるとはいえ、インクルーシブ教育を目指す目標は同一であり、学びの場である学校は特別

支援教育の制度において中心的機能をしていることが示された。 
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Ⅰ．はじめに 

  

2007 年度より本格的に実施された特別支援教育は、発達障害のある子どもを含めて、障害

により特別な支援を必要とする子どもが在籍する全ての学校において実施されることになっ

た。障害のある子どもにおいては、特別支援学校や小中学校の特別支援学級、通級による指

導等により自立と社会参加における指導や支援が行われている（文部科学省, 2004）。これま

で「分離」を基本原則としてきた日本の障害児教育において、特別支援教育はこの原則を変

える概念であると言われている。 

しかしながら、特別支援教育の概念が導入され、これまでの障害児教育が分離教育から統

合教育へと変化を成し、ノーマライゼーションを目指していながらも普通学校や普通学級と

も分離されることになった（三好, 2004）。そのような曖昧な位置付けのまま、世界的な流れ

に沿い、インクルーシブへの概念が早くも導入された。このような背景から現在、研究者や

政策主体において日本の「インクルージョン」または「特別ニーズ教育」についての理解が

未だ不十分であり、これらの概念について共通理解に至っていないことが指摘されている（高

橋・松崎, 2014）。 

上述したように、日本において特別支援教育が成立した間もない頃に、世界では新たな理

念であるインクルーシブ教育が提唱され始めていた。インクルージョンという概念は、本来

は 1990 年代初めにソビエト連邦の崩壊に伴う価値観の変遷により政治的社会的言辞として

登場した概念であり（有松, 2013）、流入した異なる人種や宗教を背景とする労働者の貧困層

等への社会からの「排除」という状況に対して、社会主義と公正の立場から「ソーシャル・

インクルーション」という考え方が主張されたことが始発である。この考え方が教育政策に

も取り入れられ、定着されたと言われている（古山, 2011）。 

欧米の「インテグレーションからインクルーシブ教育へ」の歴史的背景は、日本のインク

ルーシブ教育に大きな影響を与えたことは事実であるが、未だ日本の特別支援教育は分離教

育を引き継ぐ教育であるという指摘もあり、特別支援教育の政策的限界や政策設計の問題が

浮上している（有松, 2013）。現状から見ても特別支援学校・特別支援学級への在籍者は増加

の一途と辿り、普通学校や普通学級を選ばない現状が続いている（文部科学省, 2018）。この

ような現状に対する対策を考えるためには、日本の特別支援教育について歴史的な視点から

振り返り、障害児教育の先進国家であるイギリスやイタリアの特別支援教育の政策と比較す

ることで、改善すべき課題を検討していかなければならない。 

そこで本稿では、既存の研究等を用いて特別支援教育における制度・政策の変遷について

国際的比較を行い、日本の特別支援教育における課題について見出すことを目的とする。 

 

 

Ⅱ．資料の収集 
 

1. 文献検索 

 文献検索は、特別支援教育に関する各国の制度及び政策を 1950 年代から 2000 年代以降に

かけて検索した。具体的には、日本、イギリス及びイタリアの特別支援教育に対し、学術論

文データベースである国立情報学研究所（CiNii）、国際理解教育センター（Eric）、Google 

Scholar を用いて「特別支援教育」、「制度」及び「政策」、「変遷」、「日本」、「イギリス」、「イ
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タリア」をキーワードとした文献検索を行った。イタリア及びイギリスを国際比較の対象と

した理由としては、イタリアは完全インクルーシブ教育を実現している国であり、イギリス

は法律において SEN（Special Education Needs）を明記し、障害ベースではなく学習上の

ニーズで子どもの教育を行っており、先進的な取り組みを行う国であったため対象とした。 

 

2. 分析方法 

1950 年代から 10 年後毎に時代を区切り、2000 年代以降は 1 つの時代としてまとめ、合

計 6 つの時代について情報を整理した。国際比較の視点から特別支援教育の制度及び政策の

変遷をまとめた。そして制度政策の比較により日本の特別支援教育の現代的課題について論

じた。 

 

 

Ⅲ．特別支援教育の制度・政策に関する歴史的比較 
 

1. 1950 年代から 1990 年代までの特別支援教育制度及び政策の変遷 

 1950 年代から 1990 年代までの特別支援教育の制度政策の国際比較について整理したもの

を表 1 に示す。 

日本の障害児教育は戦後において学校教育体系に位置付けられた。1947 年には、学校教育

法によって特殊教育という枠組みが規定され、1948 年には、聾・盲・養護学校が小学校や中

学校と並び、原則的に義務教育の学校とされた。1951 年には、児童憲章においてすべての児

童の権利保障が強調され、第 11 条には、障害児の適切な治療と教育と保護の保証が掲げられ

た。しかしながら、その精神は教育施策に反映されず、むしろ意図的な障害者差別が教育政

策として行われていた（八幡, 2006）。1953 年の「教育上特別な取り扱いを要する児童生徒

の判別基準」がその例である。障害のある者は、働けない者として蔑視され、障害児に対し

て差別や偏見が続く中、1970 年代の教育体制は、障害児を分けた分離教育の体制を一貫して

きた。 

 

イギリスでは 1973 年に障害児・者教育調査委員会が設置された。この委員会は、障害の種

類に関わらず、すべての障害児のための教育的支援の検討を行うことを（中略）委任された

委員会として、メアリーウォーノックを委員長としていた。1974 年からその活動が本格化し、

1978 年に「ウォーノック・レポート」が発表された。この報告を受けた 1981 年の教育法で

は、SEN という枠組みとして子どもの課題を把握する「特別なニーズ教育」（Special Needs 

Education）が提唱された。障害の有無にかかわらず、学習における困難さがあるならば、特

別な教育的ニーズを有すると定め、必要な支援を行うという制度である（原田, 2018）。この

時期、1975 年、国連を中心とした国際社会では、障害者の権利宣言が採択され、障害者は他

の人々と同じ基本的権利を持つことが明記された。また 1981 年には国際障害者年として指

定され、先進諸国内で障害者権利を守る法律の策定が進んだ。 

 一方、イタリアでは、障害者排除と隔離の時期である 1920 年代において、1928 年に盲・

聾学校が義務教育化される。1960 年代においては、障害者を医療機関へ入れる治療政策がと

られたが、後半になると障害者の社会参加運動や障害児のための幼稚園の設置の議論などが

始まり、障害者の権利獲得に向けた動きが高まった（韓・小原・矢野ら, 2013）。1971 年法律
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第 118 号により統合教育が開始されたが、実際は、障害が重篤で通常の学級での学習が困難

であっても法律上、教育は通常の学級で行わなければならなかった。そして、教育改革のた

め、1977 年法律 517 号としてその具体策が制定された。支援教員制度の新設、小中学校の進

級学力試験の廃止、障害児のいる学級の定数制限がその例である。さらに 1992 年には第 104

号により学校、家族、地域保健機関、行政機関等が連携し、大学を含めてすべての学校教育

段階において特別支援教育が実施されることになった（大内・藤原, 2015）。このようなノー

マライゼーション理念の流れのなかで、日本においても分離教育は非難の対象となった。障

害のある子どもを通常学級から分離あるいは隔離しているという観点から特殊教育は分離教

育として非難された。そのような状況の中、日本を含めた世界は分離から統合への流れが加

速していくこととなる。 

 

表 1 1950 年代から 1990 年代までの特別支援教育制度に関する国際的比較 

 

 

 

1990 年代以降は、日本は通級指導を開始することになり、心身の障害の状態に応じた特別

の指導を特殊学級または特別の指導の場で受けることとなった。イギリスでは、1993 年 SEN

に関する施行規則を制定し、翌年に SEN コーディネーター（Special Educational Needs 

coordinator; SENCo）が設置された。この SEN コーディネーターは全ての普通学校におい

て、日常的な SEN 方針の実行、同僚教員との連携と助言、SEN を有する子どもの支援調整

（コーディネート）など教育機関と子どもの連携の役割を担う者であり、日本の特別支援教

育コーディネーター設置に関して重要な先行事例となっている（飯田, 2014）。一方、1994年、

スペインのサラマンカで開催されたユネスコの特別なニーズ教育に関する世界会議では、

Education for All（万人のための教育）という特殊教育の理念が再確認され、インクルーシ

ブ教育を提唱したサラマンカ宣言及び特別ニーズ教育に関する行動の枠組みが採択された
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（古山, 2011）。イタリアでは、1990 年代はインクルージョンの時期を迎え、基本法第 104 号

の制定により、幼稚園から大学までの全ての学校教育段階において、全ての障害児が通常学

校で学ぶためのシステムが整えられ、通常学校で学ぶ権利が保障された。EU 圏諸国におけ

るインクルーシブ教育を受けている障害者の比率（2009）を見ると、イタリアは、99.60％の

障害児がインクルーシブ教育を受けていることが明らかになった。インクルーシブ教育を支

える様々な取り組みとして、支援教師の配置、学級小規模化、個別教育計画の作成、関係機

関（特に地域保健機関）との連携協力などが実施された（韓・小原・矢野ら, 2013）（表 2）。 

 

表 2 イタリアのインクルーシブ教育を支える諸取り組み 

支援教師 
 障害児のいるクラスに入って、担任教師とチームを組んで指導に当たる。支援教師

は障害児を直接指導するだけではなく、クラスメートが障害児を支援するように配

慮したり、学級全体の活動に留意しながら、障害のある児童生徒だけでなく、クラ

ス全体に対しても責任を持ちこととされている（石川・笹本・大内ら, 2005）。 
 支援教師の資格取得のためには大学卒業後さらに 2 年間のコースを修了する必要が

ある。また、一般の教員であっても研修により資格を得ることができる。 
 支援教師の給与体系は、一般の教員と変わらず、特別な配慮はされていない。 
学級小規模化 
 イタリアの小中学校の学級の児童生徒定数は 25 名が標準となっており、障害のある

子供が在籍している学級の定員は 20 名に減らされる。 
 障害のある児童生徒が学級にいた場合支援教師が加配される。 
 小学校低学年は従来から複数学級担任制であり、また、小学校低学年に障害のある

児童がいた場合には、さらに支援教師が配置される。 
個別教育計画 
 障害のある児童生徒の教育過程や教育方法、教材などについて、具体的な必要性に

合わせて柔軟に対応するために作成される。 
 連続性をもたせ段階的に進展していくように内容を示す。 
 評価の際にも活用され、この計画に即して、子供たちの進捗した計画を評価する。 
学校外関連機関との連携協力 
 保健省と公教育省は、障害のある子供の教育に対して連携し対応する。 
 保健省管轄の地域保健機関が障害のある子供のケアに日常的に重要な役割を果たし

ている。支援教師とも連携しており、障害の認定、機能診断、動体‐機能プロフィ

ール、個別教育計画の作成などにも深く関与している。 
 家庭医の制度が障害児のケアにも有効に機能している。 
 チューター制度が設けられている。18 歳以上の若者で、高等学校においてのみ学生

アルバイトとして採用し、特定のプロジェクトに従って障害のある子供の家庭での

生活を支援する。 

韓・小原・矢野ら（2013）を一部改変 

 

 

2. 2000 年代以降の特別支援教育制度及び政策の変遷 

通級指導により子どもに応じた柔軟な支援を行うことが制度上可能になり、さらに 2002

年には就学基準の改正と認定就学制度の開始を挙げることができる。市町村の教育委員会は、

就学基準に該当する障害のある者を認定就学者として小学校または中学校に就学させること

ができるようになった。また、特殊教育ではない特別支援教育という名称が 2003 年から本

格的に変更され、その制度化が議論され始めた（羽田, 2008）。そして 2007 年には、日本の
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障害児教育が大きく改革され、そのパラダイムは特殊教育から特別支援教育への転換が図ら

れた。また、障害の重度・重複化へ対応できるように、それまで障害種別ごとに設置されて

いた盲学校、聾学校および養護学校を複数の障害種別に対応できるなど障害の種類にとらわ

れない特別支援学校へと転換を図った。また、学校教育法第 81 条により地域の小学校、中学

校、そして特殊学級や通級の指導がなかった幼稚園と高等学校においても特別支援教育を推

進することになった。これに加えて、厚生労働省が所管する児童福祉施設である保育所も、

幼児段階での早期発見・早期支援が重要であることから、幼稚園と同じように就学前教育を

担う教育機関の一つであるとして、特別支援教育の推進を図ることとした（図 1）（阿部・木

舩・阪木ら, 2019）。 

 

 
（引用：阿部・木舩・阪木ら, 2019） 

図 1 日本の特殊教育から特別支援教育への転換 

 

 

この時期、世界の動向において国連では障害者権利条約が 2006 年に採択され、2008 年に

発効した。2000 年代になってからは各国において様々な障害者政策に関する制度が公表され

ていた。イギリスでは特別な教育的ニーズ障害法（2001 年）や平等法（2010 年）が制定、

2015 年には特別な教育的ニーズ障害法が改変された（2015 年）。一方、イタリアでは 2009

年に教育省により障害のある児童生徒の学校段階でのインクルージョンに関するガイドライ

ンが発行され、2010 年には学習障害のある児童のための法律が制定された。それまでの歴史

的な流れを表 3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 2000 年代以降の特別支援教育制度に関する国際的比較 

小学校・中学校 
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Ⅳ．日本における特別支援教育の今後の課題 

 

 日本では分離教育がようやく統合教育に変わろうとしたとき、世界ではすでに統合から包

括に向けて教育体制の流れの転換が行われていた。世界の流れに伴い、日本も急速な制度政

策的な変遷を辿りながらインクルーシブ教育に向けて動くことになった。歴史的な背景と理

念の先走った導入により、日本とイギリスの SEN 制度においてはその概念に違いがあるこ

とが報告されている（原田, 2018）。イギリスの教育的ニーズの概念は、SEN と障害の位置づ

けが明確であり、障害の有無にかかわらず、子どもに特別な支援が必要な学習困難があれば、

SEN の対象になる。子どもが学校などで経験する困難という現象に着目した概念であり、生

物学的な意味における障害を指すものではないと言われている。また、SEN は社会的な問題

や精神的な問題に起因する広範な子どもの困難も含んでいる。一方、2005 年に中央教育審議

会から出された特別支援教育の定義については、教育的ニーズが障害のある幼児児童生徒一

人一人の教育的ニーズを表しているのか、すべての幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズ（イ

ギリスの SEN の概念）を表しているのか曖昧であるという指摘もある（原田, 2018）。現在、

イギリスの SEN 体制は、他の学校体制と相互補完的な関連を保ちながら、すべての子ども

の教育的ニーズに関して支援する体制を保っている。図 2 は、イギリスの SEN 体制と学校

体制との関連を示したものである。ナショナルカリキュラム（公立学校の生徒が一定年齢で

達すべき目標を定めたもの）と評価、Ofsted（The Office for Stanfards in Education; 政府

から独立した学校監査機関）による学校検査、学校ガバナンス、平等法これらの 4 つの要因

が SEN と密接な関連を保っていることが分かる。また、図には示されていないが、SEN に

対する基金もこの体制の維持に重要な役割をしていると報告されている（Norwich, 2014）。

これらの背景から日本においても特別支援教育の定義や概念を明確にするとともに、学校と

の円滑なコミュニケーションを積極的に図れるよう連携を確立する必要があると考えられる。 
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（出典： Norwich（2014）を著者が直訳及び改変） 

図 2 イギリスの SEN 体制と学校体制との相互補完的な関連 

 

 

また、日本の特別支援教育は、「正確なニーズの把握とそれに基づく適切な教育的支援」が

根幹であるが、ニーズの把握という事が第一義的に問題で、非常に難しいという指摘もある。

従来の医療診断がニーズ把握の唯一の手段になっているが、特別支援教育コーディネーター

は医療の診断に特化された傾向にあり、これが教育的支援につながらず教育と医療の連携が

できていないと言われている。このことからも特別支援教育に対する教師の育成や専門性を

強化する必要があると考えられる（有松, 2013）。 

 歴史的な視点から考慮するとき、今までの子どもに対する教育は、階級社会をもとに健常

児いわゆる身体機能及び知的機能が正常だと判断された子どもを中心に、教育が行われてき

た（八幡, 2006）。この背景から障害のある子どもに対しては学習の機会が制限され、同時に

教育を受ける権利も制限されることになった。今はノーマライゼーション社会の実現に向け

て国及び都道府県が具体的な計画を立てることが義務付けられているが、「優生学」に基づい

た障害者に対する差別や偏見は未だに残存している。これからの子どもに対する教育は障害

の有無によって差別化された教育ではなく、子どもが持つ多様な学習上・生活上のニーズを

把握し、ニーズに応えることがインクルーシブ教育を実現させる道であると言われている（韓，

2019）。その例として、IN-Child プロジェクトが挙げられる。IN-Child（Inclusive Needs 

Child）とは、包括的教育を必要とする全ての子どもを指す用語であり、子どものニーズや特

性を的確に把握し、個々に相応しい教育を提供するために実態把握のツール（IN-Child 

Record）を用いて、子どものニーズを把握し、支援につなぐことが実施されている。より詳

細に説明すると、対象となる児童・生徒に対し、コーディネーターを中心とした支援体制を

構築している学校と体制構築をサポートする大学が連携をしてニーズを把握し、支援するシ

ステムで成り立っている。評価ツールを用いて様々な障害のある子どもに対し、ニーズを把

握し、指導法が分析され（太田・權・小原, 2017; 太田・金城・梅田ら, 2018；Ota, Inoue & 

Kim, 2018）、進学率が向上し、子どもを教える教員側の認識も変化されたことが報告されて

いる。今後は、IN-Child プロジェクトのような全ての子どもを対象にしたニーズを評価・支

援する教育法をさらに拡張していく必要があると考えられる。 
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Ⅴ．おわりに 

 

 障害児であれ健常児であれ、「学校」という場は、将来の可能性を広げていくための学びの

場であることに違いない。今までの歴史を振り返ってみると、日本の障害児教育は、障害児

と健常児を分離して教育を行ってきた。この体制は、障害児が独立していくための能力を育

てる支援をより集中的に行うことができる長所がある反面、健常児との分離によって社会的

な偏見や排除認識がより強くなってしまう短所もあることが報告されている（有松, 2013）。

特別支援教育に対する問題や課題が挙げられている中、現在、障害児教育に対する最も理想

に近い概念はインクルーシブ教育である。一方、インクルーシブ教育は、特別支援教育の限

界や課題を補完すべく存在しており、概念そのものが曖昧であることから特別支援教育の方

向性は未だ統一されていない。今の曖昧な位置付けのままでは、理想の特別支援教育に近づ

くことは難しいことが予想される。また、日本ならではの社会環境や文化の特性を考慮する

とき、ヨーロッパからの概念である特別支援教育をそのまま導入することは、妥当であるか

を考える必要がある。理念の導入による利点と欠点を再検討し、今後、日本における特別支

援教育の概念や理念について研究を深め、障害児を限定とした支援制度ではなく、すべての

子どもの教育的ニーズを対象にした制度へ適合性を学術的に検証していくことが重要である

と考えられる。 
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ABSTRACT 
  

重度・重複障害児への教育は、意思表示や実態把握の難しい等の課題があること、また、

新学習指導要領で求められる、子どもたちが「何ができるようになるのか」、資質・能力を育

成するために「何を学ぶのか」という、具体的な教育目標を示すことの課題があった。そこ

で。自立活動の内容と QOL 尺度を対応させ、QOL の観点が具体的な教育目標として活用で

きるのではないかと考えた。新学習指導要領の自立活動 6 区分 27 項目に 2 つの QOL 尺度を

対応した結果、すべての項目が自立活動の内容に含まれる可能性があることが分かった。自

立活動の内容に当てはまらなかった QOL 尺度の項目内容として、経済に関する教育と性教

育についての課題が示唆された。 

本研究により、新学習指導要領が実施される今後の教育について、重度・重複障害児への

教育は QOL 尺度の項目内容が子どもたちへの教育目標として活用できる可能性あることが

明らかとなった。 
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Ⅰ．研究背景と目的 

  

重度・重複障害児の定義として、これまでの法律や研究から、小原・韓（2015）は「重度・

重複障害児とは、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由者及び病弱について原則的に

は学校教育施行令第 22 条の 3 において規定している程度の障害を複数併せ有し、他人の全

面的な介助を必要とする発達段階が 0 歳から 2 歳未満の発達段階にある児童生徒」としてい

る。平成 29 年 4 月に文部科学省により改訂された新学習指導要領において、重度・ 重複障

害児者の指導は、「重複障害者のうち，障害の状態により特に必要がある場合には，各教科，

道徳科，外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科，外国

語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて，自立活動を主として指導を行うことができる

ものとする（特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第 l 章第 8 節）。」と示されており、

前学習指導要領に引き続き、重度・重複障害児への教育は「自立活動」の観点を重視した指

導が求められている。 

しかし、「自立活動」について教師が作成した学習指導案を見ると、「自立活動」の 6 区分

27 項目の中からいくつか選択し、教育目標や学習目標としてそのまま記述している指導案が

多くみられた。しかし「自立活動」は、個々の幼児児童生徒に合わせた教育指導を行うため

の観点である。教師が子どもの実態把握をしっかり行った上で、「自立活動」の観点から、子

どもたちに合わせた指導を計画していくのである。しかし、「自立活動」6 区分 27 項目に記

載されている文言をそのまま教育目標として指導するのは、子どもの実態に合わせた指導と

いえるだろうか。 

また、重度・重複障害の指導の現状について、川住・野崎（2011）は、全国の特別支援学

校教員に行った調査において、子どもの QOL（Quality of Life）向上という観点から指導内

容を見直す必要性を指摘する回答がいくつもあったことが明らかとなった。板野（1996）は、

「最初から QOL 思想を考えずに身体訓練ばかりを行っていては、身体的には歩行可能とい

う高いレベルにあっても人生を楽しむといった生活の質を高められない人もいる。」と指摘し

ている。つまり、日常生活のための訓練などを目的とするのではなく、QOL の向上の目的と

するための観点や手段として「自立活動」を実施していくことが重要となるであろう。よっ

て今後、重度・重複障害児への教育は、子どもたちの QOL の向上を目指すものになると考

える。 

そこで本研究は、重度・重複障害児への教育の目標設定の課題を明らかにし、重度・重複

障害児の教育でこれから求められてくる QOL を測定する尺度と学習指導要領の「自立活動」

の内容の対応分析を行う。そして、これからの重度・重複障害児への教育は QOL 向上の観

点が具体的な教育目標としての活用できるのか否かを検討していく。 

 

 

Ⅱ．重度・重複障害児教育の目標設定の課題 
 

平成 29 年 4 月、文部科学省により学習指導要領が改訂された。それに伴い、中央教育審

議会は、平成 27 年 9 月に初等中等教育分科会にて、新しい学習指導要領等の在り方につい

て、「各学校が今後、教育課程を通じて子供たちにどのような力を育むのかという教育目標を

明確にし、学習指導要領等に基づく指導を通じて子供たちが何を身に付けるのかを明確に示
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していく必要がある。そのためには、学習する子供の視点に立ち、教育課程全体や各教科等

の学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から、育成すべき資質・能力を整

理し、資質・能力を育成するために「何を学ぶのか」という、必要な指導内容等を検討し、

その内容を「どのように学ぶのか」という、子供たちの具体的な学びの姿を考えながら構成

していく必要がある」としている。このように、今後の日本における教育は、子どもたちに

具体的な教育目標を示していくことが求められているのである。 

しかし、重度・重複障害児者の教育の課題について先行研究によると、長野・川間（2018）

は、特別支援学校（肢体不自由）に在籍する重複障害児のうち、知的障害を併せ有し意思表

出に困難のある重度・重複障害児は、見た目の障害の重さによって知的機能の側面も低く捉

えられがちである、と指摘している。また、佐島（2009）によると、彼らの知的機能の水準

の低さは生活経験・学習経験の制限の影響を受けたものであり、潜在的にはより高い能力水

準にある可能性があるとされている。そのため、重度・重複障害児の指導においては、本来

の知的機能や潜在的な能力水準を把握することが重要となる。しかし意思表出の困難さから、

何をどこまで理解しているか客観的に確認する手段が制限されているため、重度・重複障害

児の全体像を捉えることは非常に難しい（長野・川間，2018）、と指摘されている。 

また、重度・重複障害児への教育は、児童生徒の障害の状態が一人ひとりで異なるのだが、

その障害の特性から大きな課題が指摘されている。日々の児童生徒の教育指導は教師が行う

ため、児童生徒の様々な障害の状態に対し、一人一人具体的な作成の手順や実態把握の内容

等は各学校が考えるべきとされているのである。しかし、長野・川間（2018）によると、各

学校が実態把握の内容や範囲をどのように明確にすればよいのか、また実態把握を通して得

られた多様な情報をどのように整理し、指導目標を導き出せばよいのかについては示されて

いない、と指摘している。 

そのような中、研究機関や特別支援学校においての児童・生徒の実態把握の研究について

は、「重度・重複障害児の実態把握のため、あるいは実態把握から指導目標を導くためのツー

ルの研究・開発がなされている（長野・川間, 2018）」と述べている。しかし、実態把握を行

った後の、具体的な指導目標や指導内容については指摘されていない。 

そこで、小原・韓（2015）は、重度・重複障害教育の指導は QOL 向上の観点を考える必

要があると指摘し、QOL の観点に基づいた重度・重複障害児の教育課程と指導法の分析を行

った。その結果として、現在学校現場で実施されている、重度・重複障害児の指導法は、重

度・重複障害児の QOL 向上を促すものであることが分かった。しかし、指導法ひとつひと

つは QOL 領域すべてに該当するものではなく、また、児童生徒の実態によって適切な指導

法が異なることから、教師がどの指導法が QOL のどの領域に該当するかを把握した上で指

導することが求められることが指摘された。 

先行研究により、重度・重複障害児の教育について難しいと指摘されている実態把握のた

めのツールや、評価に関する研究が進められていること、また学校現場で実施されている重

度・重複障害児への指導法については、QOL の向上の可能性があることが示唆された。しか

し、新学習指導要領で求められている、教育課程全体や各教科等の学びを通じて「何ができ

るようになるのか」、資質・能力を育成するために「何を学ぶのか」という、具体的な教育目

標を示すことに関する課題が依然残っているのではないかと考えられる。 
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Ⅲ．重度重複障害児教育の目標設定における QOL 指標の活用可能性 

  

1. 重度・重複障害教育と QOL の関係性に関する先行研究 

 近年、重度・重複障害児への学校教育において、児童生徒の QOL（Quality of Life）の向

上が言われてきている（小原・韓，2015）。学校教育においては、姉崎（2012）によると、

障害が重度化、重複化するにつれて、教育課程上、自立活動の時間が占める割合が増加し重

視されている、としている。そのことから、小原・韓（2015）は、重度・重複障害教育の指

導は QOL 向上の観点を考える必要がある、と指摘している。 

そこで、小原・韓（2015）は、重度・重複障害児の指導法と QOL（SF-36）の領域を対応

分析した。学習指導要領で定める「自立活動」の 6 区分と、SF-36 の 8 領域、特別支援教育

成果評価尺度（SNEAT）の 3 領域 11 項目の 3 つの観点から対応分析を行っている。その結

果として、現在学校現場で実施されている、重度・重複障害児の指導法は、重度・重複障害

児の QOL 向上を促すものであることが分かった。しかし、指導法ひとつひとつは QOL 領域

すべてに該当するものではなく、また、児童生徒の実態によって適切な指導法が異なること

から、教師がどの指導法が QOL のどの領域に該当するかを把握した上で指導することが求

められることが指摘された。 

 しかし、この研究により、重度・重複障害児教育で行われる「自立活動」の指導が QOL

向上を促すことが確認された。Ⅱで指摘したように、重度・重複障害児教育は教育目標に関

する課題が残されているため、様々な QOL 指標と新学習指導要領の自立活動の内容の対応

分析から、具体的な教育目標として提示できるのではないかと考える。 

 

2. 新学習指導要領の自立活動と QOL 指標 

 新学習指導要領における自立活動は、区分については改訂前の自立活動 6 区分（表 1）と

変更はないが、項目については 1 項目増えている。「1．健康の保持」に新たに「（4）障害の

特性の理解と生活環境の調整に関すること」の 1 項目が追加され、6 区分 26 項目が、6 区分

27 項目となった。また，「4．環境の把握」の区分の下に設けられていた「（2）感覚や認知の

特性への対応に関すること。」の項目が「（2）感覚や認知の特性についての理解と対応に関す

ること。」と改められ、「（4）感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。」の項

目が「（4）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関する

こと。」 と改められている。本研究では、新学習指導要領の自立活動 6 区分 27 項目を分析

する。 

 QOL 指標に関しては、WHO QOL26 と、KINDLRを使用する。WHO QOL26 は、疾病の

有無を判定するのではなく、受検者の主観的幸福感、生活の質を測定するものであり、身体

的領域、心理的領域、社会的関係、環境領域の 4 領域の QOL を問う 24 項目と、QOL 全体

を問う 2 項目の、全 26 項目から構成されている（田崎，1998）。KINDLRは、子どもの QOL

を測定するための尺度であり、幼児版、小学生版、中学生版の自己評価用の 3 つと、幼児版

親用、小・中学生版親用の 2 つの計 6 つの質問紙で構成されている。6 領域 24 項目で構成さ

れており、領域は、身体的健康、精神的健康、自尊感情、家族、友達、学校生活の 6 つであ

る（古荘・柴田・根本ら，2014）。 
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表 1 新学習指導要領の自立活動 6 区分と内容 
領域名 内容 

1. 健康の保持 「健康の保持」では、生命を維持し、日常生活を行うために必要な
健康状態の維持・改善を身体的な側面を中心として図る観点から内
容を示している。 

2. 心理的な安定 「心理的な安定」では、自分の気持ちや情緒をコントロールして変
化する状況に適切に対応するとともに、障害による学習上又は生活
上の困難を主体的に改善・克服する意欲の向上を図り、自己のよさ
に気付く観点から内容を示している。 

3. 人間関係の形成 「人間関係の形成」では、自他の理解を深め、対人関係を円滑にし、
集団参加の基盤を培う観点から内容を示している。 

4. 環境の把握 「環境の把握」では、感覚を有効に活用し、空間や時間などの概念
を手掛かりとして、周囲の状況を把握したり、環境と自己との関係
を理解したりして、的確に判断し、行動できるようにする観点から
内容を示している。 

5. 身体の動き 「身体の動き」では、日常生活や作業に必要な基本動作を習得し、
生活の中で適切な身体の動きができるようにする観点から内容を
示している。 

6.コミュニケーション 「コミュニケーション」では、場や相手に応じて、コミュニケーシ
ョンを円滑に行うことができるようにする観点から内容を示して
いる。 

文部科学省（2018）特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編 

（幼稚部・小学部・中学部）より引用 

 

 

3. 自立活動と QOL 指標の対応分析結果 

新学習指導要領の「自立活動」6 区分 27 項目に、QOL 指標である WHO QOL26 と KINDLR

の項目を対応する（表 2～7）。KINDLR に関しては、教育目標は基本的に教師が設定するこ

とから、他者評価質問紙となる小・中学生版（親用）の質問項目の内容を対象とすることと

した。なお、表 2 から表 7 は、特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚

部・小学部・中学部）（文部科学省、 2018）及び健康関連「生活の質」評価としての WHO QOL

（田崎・中根、 1998）、日本語版 KINDLR（古荘・柴田・根本ら、 2014）の項目をもとに

著者が作成した。 
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表 2 自立活動「1. 健康の保持」と WHO QOL26、KINDLRの対応表 
自立活動 

「1. 健康の保持」 WHO QOL26 KINDLR 小・中学生版（親用） 

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に

関すること 
（体温の調節、覚醒と睡眠など健康状

態の維持・改善に必要な生活のリズム

を身に付けること、食事や 排泄などの

生活習慣の形成、衣服の調節、室温の

調節や換気、感染予防のための清潔の

保持など健康な生活環境の形成を図る

ことを意味している。） 

Q1 自分の生活の質をどのように評

価しますか 
Q3 体の痛みや不快感のせいで、し

なければならないことがどのくら

い制限されていますか 
Q4 毎日の生活の中で治療（医療）

がどのくらい必要ですか 
Q16 睡眠は満足いくものですか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていた

ようだ 
1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 
1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていた

ようだ 
3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 
3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

(2)病気の状態の理解と生活管理に関

すること 
（自分の病気の状態を理解し、その改

善を図り、病気の進行の防止に必要な

生活様式についての理解を深め、それ

に基づく生活の自己管理ができるよう

にすることを意味している。） 

Q2 自分の健康状態に満足していま

すか 
Q3 体の痛みや不快感のせいで、し

なければならないことがどのくら

い制限されていますか 
Q4 毎日の生活の中で治療（医療）

がどのくらい必要ですか 
Q19 自分自身に満足していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていた

ようだ 
1.(2) 私の子どもは頭痛がした、あるいは腹痛が

あった 
1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 
1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていた

ようだ 
3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 3.(3) 私の子どもは自分に満足し

ていたようだ 
3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いつ

いたようだ 
4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしてい

た 
5.(4) 私の子どもは他の子どもに比べて自分は

変わっていると感じているようだ 
(3)身体各部の状態の理解と養護に関

すること 
（病気や事故等による 神経、筋、骨、

皮膚等の身体各部の状態を理解し、そ

の部位を適切に保護したり、症状の進

行を防止したりできるようにすること

を意味している。） 

Q2 自分の健康状態に満足していま

すか 
Q3 体の痛みや不快感のせいで、し

なければならないことがどのくら

い制限されていますか 
Q4 毎日の生活の中で治療（医療）

がどのくらい必要ですか 
Q19 自分自身に満足していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていた

ようだ 
1.(2) 私の子どもは頭痛がした、あるいは腹痛が

あった 
1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 
1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていた

ようだ 
3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 
3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いつ

いたようだ 
4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしてい

た 
5.(4) 私の子どもは他の子どもに比べて自分は

変わっていると感じているようだ 
(4)障害の特性の理解と生活環境の調

整に関すること 
（自己の障害にどのような特性がある

のか理解し、それらが及ぼす学習上又

は生活上の困難についての理解を深

め、その状況に応じて、自己の行動や

感情を調整したり、他者に対して主体

的に働きかけたりして、より学習や生

活をしやすい環境にしていくことを意

味している。） 

Q3 体の痛みや不快感のせいで、し

なければならないことがどのくら

い制限されていますか 
Q9 あなたの生活環境はどのくらい

健康的ですか 
Q17 毎日の活動をやり遂げる能力

に満足していますか 
Q18 自分の仕事をする能力に満足

していますか 
Q19 自分自身に満足していますか 
Q22 友人たちの支えに満足してい

ますか 
Q24 医療施設や福祉サービスの利

用しやすさに満足していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていた

ようだ 
1.(2) 私の子どもは頭痛がした、あるいは腹痛が

あった 
1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 
1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていた

ようだ 
3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 
3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 
5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをし

ていた 
5.(3) 私の子どもは友達とうまくやっていたよ

うだ 
(5)健康状態の維持・改善に関すること 
（障害のため、運動量が少なくなった

り、体力が低下したりすることを防ぐ

ために、日常生活における適切な健康

の自己管理ができるようにすることを

意味している。） 

Q2 自分の健康状態に満足していま

すか 
Q3 体の痛みや不快感のせいで、し

なければならないことがどのくら

い制限されていますか 
Q4 毎日の生活の中で治療（医療）

がどのくらい必要ですか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていた

ようだ 
1.(2) 私の子どもは頭痛がした、あるいは腹痛が

あった 
1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 
1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていた

ようだ 
3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 
3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 
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表 3 自立活動「2. 心理的な安定」と WHO QOL26、KINDLRの対応表 
自立活動 

「2. 心理的な安定」 WHO QOL26 KINDLR 小・中学生版（親用） 

(1)情緒の安定に関すること 

（情緒の安定を図ることが困

難な幼児児童生徒が、安定した

情緒の下で生活できるように

することを意味している。） 

Q5 毎日の生活をどのくらい楽し

く過ごしていますか 

Q6 自分の生活をどのくらい意味

あるものと感じていますか 

Q7 物事にどのくらい集中するこ

とができますか 

Q8 毎日の生活はどのくらい安全

ですか 

Q11 自分の容姿（外見）を受け入

れることができますか 

Q16 睡眠は満足いくものですか 

Q20 人間関係に満足していますか 

Q22 友人たちの支えに満足してい

ますか 

Q26 気分がすぐれなかったり、絶

望、不安、落ち込みといったいやな

気分をどのくらいひんぱんに感じ

ますか 

1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていたようだ 

2.(1) 私の子どもは楽しそうでよく笑っていた 

2.(2) 私の子どもはつまらなさそうだった 

2.(3) 私の子どもは一人ぼっちだと感じていたようだ 

2.(4) 私の子どもはなにもないのにこわがったり、不安

そうにしていた 

3.(1) 私の子どもは自信があったようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしていた 

4.(3) 私たち親子は家でけんかをした 

4.(4) 私の子どもは親が取り仕切っていると感じていた

ようだ 

5.(3) 私の子どもは友達とうまくやっていたようだ 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

(2)状況の理解と変化への対応

に関すること 

（場所や場面の状況を理解し

て心理的抵抗を軽減したり、変

化する状況を理解して適切に

対応したりするなど、行動の仕

方を身に付けることを意味し

ている。） 

Q7 物事にどのくらい集中するこ

とができますか 

Q3 体の痛みや不快感のせいで、し

なければならないことがどのくら

い制限されていますか 

Q19 自分自身に満足していますか 

Q20 人間関係に満足していますか 

Q22 友人たちの支えに満足してい

ますか 

Q23 家と家のまわりの環境に満足

していますか 

Q24 医療施設や福祉サービスの利

用しやすさに満足していますか 

2.(1) 私の子どもは楽しそうでよく笑っていた 

2.(3) 私の子どもは一人ぼっちだと感じていたようだ 

2.(4) 私の子どもはなにもないのにこわがったり、不安

そうにしていた 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたよう

だ 

4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしていた 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをしていた 

5.(3) 私の子どもは友達とうまくやっていたようだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやってい

た 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 

(3)障害による学習上又は生活

上の困難を改善・克服する意欲

に関すること 

（自分の障害の状態を理解し

たり、受容したりして、主体的

に障害による学習上又は生活

上の困難を改善・克服しようと

する意欲の向上を図ることを

意味している。） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能力

に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力に満足

していますか 

Q26 気分がすぐれなかったり、絶

望、不安、落ち込みといったいやな

気分をどのくらいひんぱんに感じ

ますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていたようだ 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

2.(1) 私の子どもは楽しそうでよく笑っていた 

2.(2) 私の子どもはつまらなさそうだった 

2.(3) 私の子どもは一人ぼっちだと感じていたようだ 

2.(4) 私の子どもはなにもないのにこわがったり、不安

そうにしていた 

3.(1) 私の子どもは自信があったようだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じたよ

うだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたよう

だ 

4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしていた 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやってい

た 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 
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表 4 自立活動「3. 人間関係の形成」と WHO QOL26、KINDLRの対応表 
自立活動 

「3. 人間関係の形成」 WHO QOL26 KINDLR 小・中学生版（親用） 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関する

こと 

（人に対する基本的な信頼感をもち、

他者からの働き掛けを受け止め、それ

に応ずることができるようにすること

を意味している。） 

Q13 毎日の生活に必要な情報をど

のくらい得ることができますか 

Q15 家の周囲を出回ることがよく

ありますか 

Q20 人間関係に満足していますか 

Q22 友人たちの支えに満足してい

ますか 

2.(1) 私の子どもは楽しそうでよく笑っていた 

2.(3) 私の子どもは一人ぼっちだと感じていた

ようだ 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをし

ていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれて

いたようだ 

 

(2) 他者の意図や感情の理解に関する

こと 

（他者の意図や感情を理解し、場に応

じた適切な行動をとることができるよ

うにすることを意味している。） 

Q13 毎日の生活に必要な情報をど

のくらい得ることができますか 

Q14 余暇を楽しむ機会はどのくら

いありますか 

Q15 家の周囲を出回ることがよく

ありますか 

Q20 人間関係に満足していますか 

Q22 友人たちの支えに満足してい

ますか 

2.(1) 私の子どもは楽しそうでよく笑っていた 

2.(3) 私の子どもは一人ぼっちだと感じていた

ようだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 

4.(3) 私たち親子は家でけんかをした 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをし

ていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれて

いたようだ 

 

(3) 自己の理解と行動の調整に関する

こと 

（自分の得意なことや不得意なこと、

自分の行動の特徴などを理解し、集団

の中で状況に応じた行動ができるよう

になることを意味している。） 

Q14 余暇を楽しむ機会はどのくら

いありますか 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能力

に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力に満足

していますか 

Q19 自分自身に満足していますか 

1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていた

ようだ 

2.(1) 私の子どもは楽しそうでよく笑っていた 

2.(3) 私の子どもは一人ぼっちだと感じていた

ようだ 

3.(1) 私の子どもは自信があったようだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いつ

いたようだ 

4.(1) 私の子どもは親とうまくいっていた 

5.(3) 私の子どもは友達とうまくやっていたよ

うだ 

(4) 集団への参加の基礎に関すること 

（集団の雰囲気に合わせたり、集団に

参加するための手順やきまりを理解し

たりして、遊びや集団活動などに積極

的に参加できるようになることを意味

している。） 

Q15 家の周囲を出回ることがよく

ありますか 

Q20 人間関係に満足していますか 

Q22 友人たちの支えに満足してい

ますか 

 

3.(1) 私の子どもは自信があったようだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると

感じたようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いつ

いたようだ 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをし

ていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれて

いたようだ 

5.(3) 私の子どもは友達とうまくやっていたよ

うだ 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいた

ようだ 
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表 5 自立活動「4. 環境の把握」と WHO QOL26、KINDLRの対応表 
自立活動 

「4. 環境の把握」 WHO QOL26 KINDLR 小・中学生版（親用） 

(1) 保有する感覚の活用に関すること 

（保有する視覚、聴覚、触覚、嗅覚、

固有覚、前庭覚などの感覚を十分に活

用できるようにすることを意味してい

る。なお、固有覚とは、筋肉や関節の

動きなどによって生じる自分自身の身

体の情報を受け取る感覚であり、主に

力の加減や動作等に関係している感覚

である。固有覚のはたらきにより、運

動は絶えず軌道修正され、目を閉じて

いてもある程度正しく運動することが

できる。） 

Q3 体の痛みや不快感のせい

で、しなければならないこと

がどのくらい制限されていま

すか 

Q17 毎日の活動をやり遂げ

る能力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力

に満足していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていたようだ 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じた

ようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたよ

うだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやって

いた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

(2) 感覚や認知の特性についての理解

と対応に関すること 

（障害のある幼児児童生徒一人一人の

感覚や認知の特性を踏まえ、自分に入

ってくる情報を適切に処理できるよう

にするとともに、特に自己の感覚の過

敏さや認知の偏りなどの特性について

理解し、適切に対応できるようにする

ことを意味している） 

Q3 体の痛みや不快感のせい

で、しなければならないこと

がどのくらい制限されていま

すか 

Q13 毎日の生活に必要な情

報をどのくらい得ることがで

きますか 

Q23 家と家のまわりの環境

に満足していますか 

Q25 周辺の交通の便に満足

していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていたようだ 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じた

ようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたよ

うだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやって

いた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に

関すること 

（保有する感覚を用いて状況を把握し

やすくするよう各種の補助機器を活用

できるようにしたり、他の 感覚や機器

での代行が的確にできるようにしたり

することを意味している。） 

Q3 体の痛みや不快感のせい

で、しなければならないこと

がどのくらい制限されていま

すか 

Q17 毎日の活動をやり遂げ

る能力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力

に満足していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていたようだ 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じた

ようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやって

いた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状

況についての把握と状況に応じた行動

に関すること 

（いろいろな感覚器官やその補助及び

代行手段を総合的に活用して、情報を

収集したり、環境の状況を把握したり

して、的確な判断や行動ができるよう

にすることを意味している。） 

Q13 毎日の生活に必要な情

報をどのくらい得ることがで

きますか 

Q17 毎日の活動をやり遂げ

る能力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力

に満足していますか 

1.(1) 私の子どもは自分が病気だと思っていたようだ 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じた

ようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたよ

うだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやって

いた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念

の形成に関すること 

（ものの機能や属性、形、色、音が変

化する様子、空間・時間等の概念の形

成を図ることによって、それを認知や

行動の手掛かりとして活用できるよう

にすることを意味している。） 

Q13 毎日の生活に必要な情

報をどのくらい得ることがで

きますか 

Q17 毎日の活動をやり遂げ

る能力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力

に満足していますか 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じた

ようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたよ

うだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやって

いた 
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表 6 自立活動「5. 身体の動き」と WHO QOL26、KINDLRの対応表 
自立活動 

「5. 身体の動き」 WHO QOL26 KINDLR 小・中学生版（親用） 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に

関すること 

（日常生活に必要な動作の基本となる

姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の

改善及び習得、関節の拘縮や変形の予

防、筋力の維持・強化を図ることなど

の基本的技能に関することを意味して

いる。） 

Q3 体の痛みや不快感のせいで、

しなければならないことがどのく

らい制限されていますか 

Q7 物事にどのくらい集中するこ

とができますか 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能

力に満足していますか 

Q26 気分がすぐれなかったり、絶

望、不安、落ち込みといったいや

な気分をどのくらいひんぱんに感

じますか 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感

じたようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いつい

たようだ 

4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしていた 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにや

っていた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたよ

うだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたよ

うだ 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手

段の活用に関すること 

（姿勢の保持や各種の運動・動作が困

難な場合、様々な補助用具等の補助的

手段を活用してこれらができるように

することを意味している。） 

Q3 体の痛みや不快感のせいで、

しなければならないことがどのく

らい制限されていますか 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能

力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力に満

足していますか 

Q24 医療施設や福祉サービスの

利用しやすさに満足していますか 

1.(3) 私の子どもは疲れてぐったりしていた 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感

じたようだ 

4.(2) 私の子どもは家で気持ちよく過ごしていた 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにや

っていた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたよ

うだ 

(3) 日常生活に必要な基本動作に関す

ること 

（食事、排泄、衣服の着脱、 洗面、入

浴などの身辺処理及び書字、描画等の

学習のための動作などの基本動作を身

に付けることができるようにすること

を意味している） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能

力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力に満

足していますか 

1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていたよ

うだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感

じたようだ 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたよ

うだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたよ

うだ 

(4) 身体の移動能力に関すること 

（自力での身体移動や歩行、歩行器や

車いすによる移動など、日常生活に必

要な移動能力の向上を図ることを意味

している。） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能

力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力に満

足していますか 

Q19 自分自身に満足しています

か 

Q24 医療施設や福祉サービスの

利用しやすさに満足していますか 

1.(4) 私の子どもは元気いっぱいと感じていたよ

うだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感

じたようだ 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたよ

うだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたよ

うだ 

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に

関すること 

（作業に必要な基本動作を習得し、そ

の巧緻性や持続性の向上を図るととも

に、作業を円滑に遂行する能力を高め

ることを意味している。） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる能

力に満足していますか 

Q18 自分の仕事をする能力に満

足していますか 

Q19 自分自身に満足しています

か 

3.(1) 私の子どもは自信があったようだ 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感

じたようだ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いつい

たようだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにや

っていた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたよ

うだ 

6.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたよ

うだ 
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表 7 自立活動「6. コミュニケーション」と WHO QOL26、KINDLRの対応表 
自立活動 

「6. コミュニケーション」 WHO QOL26 KINDLR 小・中学生版（親用） 

(1) コミュニケーションの基礎

的能力に関すること 

（幼児児童生徒の障害の種類や

程度、興味・関心等に応じて、表

情や身振り、各種の機器などを用

いて意思のやりとりが行えるよ

うにするなど、コミュニケーショ

ンに必要な基礎的な能力を身に

付けることを意味している。） 

Q5 毎日の生活をどのくらい

楽しく過ごしていますか 

Q19 自分自身に満足していま

すか 

Q20 人間関係に満足していま

すか 

Q22 友人たちの支えに満足し

ていますか 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じたよう

だ 

4.(1) 私の子どもは親とうまくいっていた 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをしていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれていたようだ 

5.(3) 私の子どもは友達とうまくやっていたようだ 

6.(1) 私の子どもは学校での勉強を簡単そうにやっていた 

6.(2) 私の子どもは学校の授業を楽しんでいたようだ 

(2) 言語の受容と表出に関する

こと 

（話し言葉や各種の文字・記号等

を用いて、相手の意図を受け止め

たり、自分の考えを伝えたりする

など、言語を受容し表出すること

ができるようにすることを意味

している） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる

能力に満足していますか 

Q19 自分自身に満足していま

すか 

Q20 人間関係に満足していま

すか 

Q22 友人たちの支えに満足し

ていますか 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じたよう

だ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたようだ 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをしていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれていたようだ 

5.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 

(3) 言語の形成と活用に関する

こと 

（コミュニケーションを通して、

事物や現象、自己の行動等に対応

した言語の概念の形成を図り、体

系的な言語を身に付けることが

できるようにすることを意味し

ている。） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる

能力に満足していますか 

Q19 自分自身に満足していま

すか 

Q20 人間関係に満足していま

すか 

Q22 友人たちの支えに満足し

ていますか 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じたよう

だ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたようだ 

4.(1) 私の子どもは親とうまくいっていた 

4.(3) 私たち親子は家でけんかをした 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをしていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれていたようだ 

5.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 

(4) コミュニケーション手段の

選択と活用に関すること 

（話し言葉や各種の文字・記号、

機器等のコミュニケーション手

段を適切に選択・活用し、他者と

のコミュニケーションが円滑に

できるようにすることを意味し

ている） 

Q17 毎日の活動をやり遂げる

能力に満足していますか 

Q19 自分自身に満足していま

すか 

Q20 人間関係に満足していま

すか 

Q22 友人たちの支えに満足し

ていますか 

Q24 医療施設や福祉サービス

の利用しやすさに満足してい

ますか 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じたよう

だ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたようだ 

4.(1) 私の子どもは親とうまくいっていた 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをしていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれていたようだ 

5.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 

(5) 状況に応じたコミュニケー

ションに関すること 

（コミュニケーションを円滑に

行うためには、伝えようとする側

と受け取る側との人間関係や、そ

のときの状況を的確に把握する

ことが重要であることから、場や

相手の状況に応じて、主体的にコ

ミュニケーションを展開できる

ようにすることを意味してい

る。） 

Q5 毎日の生活をどのくらい

楽しく過ごしていますか 

Q17 毎日の活動をやり遂げる

能力に満足していますか 

Q19 自分自身に満足していま

すか 

Q20 人間関係に満足していま

すか 

Q22 友人たちの支えに満足し

ていますか 

3.(2) 私の子どもはいろいろなことができると感じたよう

だ 

3.(3) 私の子どもは自分に満足していたようだ 

3.(4) 私の子どもはいい考えをいろいろ思いついたようだ 

4.(1) 私の子どもは親とうまくいっていた 

4.(3) 私たち親子は家でけんかをした 

5.(1) 私の子どもは友達といろいろなことをしていた 

5.(2) 私の子どもは他の子どもたちに好かれていたようだ 

5.(3) 私の子どもは将来のことを心配していたようだ 
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Ⅳ．考察 

 

本研究は、重度・重複障害児への教育は「自立活動」の項目内容を直接的に教育目標に設

定することの課題や新学習指導要領で求められている、子どもたちが「何ができるようにな

るのか」、資質・能力を育成するために「何を学ぶのか」という具体的な教育目標を示すこと

の課題に対し、特に重度・重複障害児の教育で重要となる自立活動の内容を QOL 尺度と対

応分析を行い、具体的な教育目標として活用できるのではないかを考察してきた。 

新学習指導要領の自立活動 6 区分 27 項目に 2 つの QOL 尺度を対応した結果、すべての項

目が自立活動の内容に含まれる可能性があることが分かった。池田（2014）は、「教育分野

においては、重度・重複障害児の QOL に関する文献が医療・福祉分野の文献に比して数が

少ない。教育の本質的な目標として、人生の質を高める、豊かな人生を送ると、といった QOL

の理念が含まれるため、改めてこの用語を用いていないということも考えられる。」と指摘し

ている通り、教育の本質が子どもの QOL の向上を示しているためこの結果になったと考え

られる。 

小原・權・韓（2014）は病弱教育における教育成果検証ツール開発の研究の中で、自立活

動 6 区分と HRQOL（SF-36）8 領域の関係性を分析し、HRQOL の「体の痛み」以外の 7

領域はそれぞれ対応し、自立活動と HRQOL は関係性があることが明らかとなった。その中

で、「コミュニケーション」においては、HRQOL の領域に該当しないものとして「文字や

絵カードを使って文字の定着や語彙数を増やす」指導や、「身近な生活の中で文字に触れる機

会を増やし、文字指導に関する取り組みを行う」指導等、言語の受容や表出に関する指導に

ついて、HRQOL（SF-36）には言語に含まれていないことを指摘している。今回使用した、

WHO QOL26 と KINDLR に関しても言語に関する領域はなかったため、言語コミュニケー

ションにおける QOL 向上の観点での研究が今後求められてくると考えられる。 

また、自立活動の内容に当てはまらなかった QOL 尺度の項目内容として、WHO QOL26

の「Q12 必要なものが買えるだけのお金を持っていますか」、「Q21 性生活に満足していま

すか」の 2 つがどの区分にも該当しなかった。この 2 つの項目に関しては、WHO QOL26

は 18 歳以上を対象としていることもあり、義務教育段階の児童・生徒には該当しない項目

となったのではないかと考える。しかし、「Q12 必要なものが買えるだけのお金を持ってい

ますか」の経済に関する学習においては、重度・重複障害者の中でも、職業につき経済的自

立を図る人たちも多くいる。重度・重複障害といっても、先述したように障害の程度や種類

は様々であるため、学校教育で取り組むことも重度・重複障害教育の課題であると考える。

また、「Q21 性生活に満足していますか」に関しても、学校教育においては性教育に該当す

ると考える。船越・小原（2017）は、「「子どもの権利条約」の第 34 条には、「性的搾取及

び性的虐待から児童を保護すること」が明記されており、障害のある子も含めて、性的搾取

や性的虐待から保護するためには、「性を知ること、性を学ぶこと」がもっとも重要である。

「性を学ぶこと」は、障害の有無に関わらず、当たり前の「権利」であり、それに携わる人

たちは「性の学び」を提供していくことが必要であると考えられる」と指摘している。この

ことからも、学校教育において子ども QOL 向上を考える際、性教育は欠かせないことだと

考える。 

先述したが、長野・川間（2018）は、特別支援学校（肢体不自由）に在籍する重複障害児

のうち、知的障害を併せ有し意思表出に困難のある重度・重複障害児は、見た目の障害の重
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さによって知的機能の側面も低く捉えられがちである、と指摘している。これは経済的な学

習や性教育にも共通することと考えられる。 

いずれにせよ、自立活動の内容と 2 つの QOL 尺度の項目が対応していることが分かった。

今後、「自立活動」を観点とし、QOL 尺度の項目内容を子どもたちへの教育目標として活用

できる可能性があることが明らかとなった。 
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Rehabilitation Research, 4, 47-60. doi: 10.20744/trr.4.0_47 
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投 稿 規 程 
 

1  

本誌投稿原稿の筆頭著者もしくは責任著者は、一

般社団法人アジアヒューマンサービス学会の会

員に限る。なお、無料会員登録は本学会公式サイ

トの「リンク：MEMBER REGISTRATION」

より行える。 

 

2  

本誌への投稿原稿は、インクルーシブ教育に関連

する諸領域の進歩に寄与する学術論文とし、他誌

（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要、単行

本）に掲載されていないもの、掲載予定でないも

の、あるいは投稿中、投稿予定のないものに限る。

ただし、学会発表抄録や科研費等の研究報告書は

その限りではない。 

 

3  

本誌への投稿原稿は、本学会公式サイトの「リン

ク：SUBMISSION FORM JIE」より、『JIE-

投稿票』及び『JIE-投稿様式』の Word ファイル

2 点をダウンロードし、執筆規定（2018 年 9 月 1

日改訂）に従って作成すること。 

 

4  

本誌における掲載論文の区分は、下記の基準によ

るものとする。 

 「原著（ORIGINAL ARTICLE）」とは、

独創性があり、結論が明確である研究報告。 

 「総説（REVIEW ARTICLE）」とは、特

定の分野やテーマに関する先行研究をまと

めた研究報告。 

 「短報（SHORT PAPER）」とは、斬新性

があり、速やかな掲載を希望する研究報告。 

 「症例報告（CASE REPORT）」とは、会

員・読者にとって示唆に富む、興味ある症

例報告。 

 「実践報告（ACTIVITY REPORT）」とは、

会員・読者にとって示唆に富む、興味ある

実践報告。 

 
5  

本誌への投稿原稿は、JIE 編集事務局の E-mail

アドレスに送ること。 

 

6  

投稿に際しては、共著者全員がその内容に責任を

もつことを承諾したものとする。 

 

7  

投稿原稿は、以下に沿ったものとする。 

 ヒトを対象とした研究に当たっては、Helsin

ki 人権宣言に基づくこと。 

― その際、インフォームド・コンセント、所

属研究機関あるいは所属施設の倫理委員会、

それに準ずる機関の承認を得ていることが望

ましい。 

 個人情報保護に基づき、症例報告等では匿名

化すること。 

― なお、十分な匿名化が困難な場合には、論

文発表とそれに伴うリスクについての同意を

文書で得ておくこと。 

 

8  

投稿論文の採否は、その分野の専門家である複数

の査読者の意見を参考に編集委員会で決定する。

修正を要するものには編集委員会の意見を付け

て書き直しを求める。修正を求められた場合は定

められた期限内に修正原稿を再投稿すること。期

限を過ぎた場合は新規投稿論文として処理され

る。 

 

9  

著者による校正は、文章の書き換え、図表の修正

は原則として認めない。 

 

 

https://www.ashs-human.net/membership/member-registration/japanese/
https://www.ashs-human.net/jie/submission-form-jie/
https://www.ashs-human.net/jie/submission-form-jie/
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10  

本誌は電子ジャーナルとして、本学会公式サイト

の「リンク：JIE」上にて発行する。原則として、

紙媒体による発行はしない。 

 

11  

本誌掲載後の論文の著作権は、一般社団法人アジ

アヒューマンサービス学会に帰属し、掲載後は本

学会の承諾なしに他誌に掲載することを禁じる。 

 

12  

利益相反の可能性がある商業的事項（コンサルタ

ント料、寄付金、株の所有、特許取得など）を報

告しなければならない。 

 

13  

英文論文の場合は、必ず英語を母国語とする外

国人に校閲（ネイティブチェック）を受けること

とし、投稿の際にそれを明示すること。 

 

14  

本誌への論文掲載料は実費負担とする。 

 

 
2016 年 2 月 27 日施行 

2018 年 9 月 1 日改訂 
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執 筆 規 定 
 

1  

投稿区分ごとの原稿枚数等制限は以下の規定に

従うものとし、様式に合わない原稿は受理しない。 

投稿区分 
論文原稿 
枚数 

（タイトル頁除く） 
要 旨 Key- 

word 
ORIGINAL ARTICLE 

原著 20 枚以内 

500 語 
程度 

5 語
以内 

REVIEW ARTICLE 
総説 

SHORT PAPER 
短報 

15 枚以内 CASE REPORT / 
ACTIVITY REPORT 

症例報告・実践報告 

 

2  

言語は和文もしくは英文とし、和文フォントは

「MS 明朝」、英数字フォントは「century」を使

用するものとする。 

 

3  

原稿のフォントサイズ及び各項目の事項は以下

の規定に従うものとする。 

● 標題： 和題は太字の20ptとし、副題をつける

場合は太字の14ptとし前後を「―（ダッシュ）」

で囲むこと。和文の標題の下に記載する英題は、

14ptとする。なお、英題の副題は「;（コロン）」

で区切ること。 

 

 高等教育機関における教員養成制度と多

様性教育の動向 ―日本、韓国、アメリカ合

衆国、イギリスの研究を中心に― 
 The Current Issues of the Teacher 

Training System and Diversity 
Education in Higher Education 
Institutions; Based on the Research of 
Japan, Korea, US and UK 

● 著者： 著者は左から順に記載し、12ptとする。

和文の著者名の下に記載する英文（ローマ字）

の著者名は、7ptとする。なお、所属の表記は、

著者名の後に上付きの片かっこ数字を用いる。

また、第1著者と責任著者が異なる場合、所属表

記の後に「*」を付けること。 

  田中 太郎1)， 佐藤 次郎2)3)* 

● 所属： 和文は10pt、英文は6ptとする。著者の

並び順に従って、片かっこ数字を用いる。学部

や部署名、またはそれらに準じる範囲まで記載

することができるものとする。役職等は記載し

ない。 

● 連絡先： 第1著者もしくは責任著者の連絡先を

記載すること。責任著者の場合、アドレスの前

に「*責任著者：」を付けること。 

● リスト： 論文内で使用するリストは、原則と

して「Ⅰ.」から始まり「1.」、「1)」、「(1)」
以下任意とする。なお、「Ⅰ.」は太字の12ptと
し、「1.」は太字の10ptとする。「1)」以下は

本文の規定に従う。 

● 本文： 原則10ptとし、体裁上やむ負えない場

合は最低6ptまでとする。なお、本文中に使用す

るかっこやコンマ、ピリオド、スペース、ハイ

フンは、論文内で半角か全角のどちらかで統一

すること。 

● 図表： 図題は、図の下に記載すること。表題

は、表の上に記載すること。図表共に明瞭なも

のを用いて、原則として題名はテキストである

こと（図でないこと）。図表の幅は、文字幅ま

でとするが、文字幅未満の場合は中央揃えとす

る。 

 

4  

「著者名」及び「著者連絡先」以外には著者を特

定できる情報を記載しない。 

 

5  

原稿は、ひらがな･口語体･現代仮名遣い･常用漢

字・半角英数字を使用することとする。なお、原

稿中の数字は、主に算用数字を用いることとする。 

 

6  

略語を用いる場合は初出時にフルテキスト、もし

くは和訳も併記すること。 

 

7  

数量は MKS（CGS）単位とし、mm、cm、m、

ml、l、g、kg、cm2 などを用いることとする。 

 

8  

特定の機器・薬品名を本文中に記載するときは以

下の規定に従うものとする。 

●機器名： 一般名（会社名，商品名）と表記すること。 

  MRI（Siemens 社製，Magnetom） 

●薬品名： 一般名（商品名®）と表記すること。 

  塩酸エペリゾン（ミオナール®） 
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9  

文中での文献の記載については、以下の規定に従

うものとする。 

● 文中の引用表記は、「引用先（年）」もしくは

「（引用先，年）」とする。人名の場合、ファミ

リーネームもしくは姓のみ記載する。 

 

 佐藤（2003） 
 （佐藤，2003） 
 Kim(2005) 
 (Kim, 2005) 
 文部科学省（2010） 
 （文部科学省，2010） 

● 共著の場合は、文中には最大3名まで記載するこ

と。 

① 2 名：「・」もしくは「&」で区切ること。 

 

 佐藤・鈴木（2009） 
 （佐藤・鈴木，2009） 
 Kim & Lee(2008) 
 (Kim & Lee, 2008) 

② 3 名：「・」もしくは「，&」で区切ること。 

 

 佐藤・鈴木・高橋（2012） 
 （佐藤・鈴木・高橋，2012） 
 Kim, Lee & Park(2010) 
 (Kim, Lee & Park, 2010) 

③ 4 名以上：「・」もしくは「，」で区切った後、

「ら」もしくは「et al.」をつけること。 

 

 佐藤・鈴木・高橋ら（2012） 
 （佐藤・鈴木・高橋ら，2012） 
 Kim, Lee, Park et al.(2015) 
 (Kim, Lee, Park et al., 2015) 

● 一度に複数の文献を引用する場合には、文献の

間を「; 」で区切ること。 

 

 佐藤（2003）；鈴木（2004） 
 （佐藤，2003；鈴木，2004） 
 Kim(2005); Lee(2006) 
 (Kim, 2005; Lee, 2006) 

● 異なる文献を引用し、著者名かつ発表年が同一

の表記となる場合は、発表年の後にアルファベ

ットを付けて区別すること。 

 
 佐藤（2003a） 佐藤（2003b） 
 Kim(2005a) Kim(2005b) 
 文部科学省（2010a） 文部科学省（2010b） 

 

10  

文末の文献リストについては、以下の規定に従う

ものとする。原則として引用文献のみ記載し、各

記載項目については、以下の規定に従うものとす

る。なお、文献リスト中に使用するかっこやコン

マ、ピリオド、スペース、ハイフンは半角で統一

する。 

● 記載方法： 学術論文及び学会発表、書籍、資

料、Webサイト等は、①～⑤のとおりとする。 

① 学術論文： 「著者名 (出版年) タイトル. 
雑誌名, 巻(号), ページ番号.」とする。 

 

 田上恭子・冨澤登志子・北島麻衣子・工

藤うみ (2012) グループワークを組み合

わせた運動プログラムの心理的効果：糖

尿病患者に対する効果的なプログラムの

開発に向けて. Asian Journal of Human 
Services, 2, 67-80. 

② 学会発表： 「発表者名 (発表年) タイトル. 
資料名, 大会名, ページ番号.」とする。 

 
 外山紀子 (2014) 心身相関的理解の現象

依存性 . 日本認知心理学会発表論文集 , 
日本認知心理学会第 12 回大会, 34. 

③ 書籍： 「著書名 (出版年) タイトル. 出版

社名.」とする。 

  高藤昭 (1994) 社会保障法の基本原理と

構造. 法政大学出版局. 

i. 編集者と著者が同じ場合は、姓名の後に

「(編)」を記載する。編集者と著者が別の場

合は、タイトルの後に「編集者の姓名(編)」
を記載すること。 

 

 内藤哲雄 (2008) PAC 分析を効果的に利

用するために. 内藤哲雄・井上孝代・伊藤

武彦・岸太一(編), PAC 分析研究・実践集

１. ナカニシヤ出版, 1-33. 
 宮本美沙子・奈須正裕(編) (1995) 達成動

機の理論と展開. 金子書房, 3-7. 

ii. 翻訳書の場合「原著者姓名 (原書の出版年) 
タイトル. 原書の出版社. 訳者名(訳) (訳書

の出版年) 訳書のタイトル. 訳書の出版社. 
ページ番号.」とする。 

 

 Deci EL(1975) Intrinsic motivation. 
Plenum. 安藤延男・石田梅男(訳) (1980) 
内発的動機づけ―実験社会心理学的アプ

ローチ―. 誠信書房. 20-31. 

④ 資料： 発行者名 (発行年) 資料名. 

 
 文部科学省 (2010) 特別支援教育の推進

に関する調査研究協力者会議審議経過報

告. 

⑤ Web サイト： 「管理者名. サイト名. 閲覧

日. URL.」とする。なお、ページの公開日

もしくは更新日が分かる場合、サイト名の

後に「(公開日もしくは更新日)」を記載する

こと。 

 

 日本政府観光局. 統計データ国籍/月別 
訪日外客数  (2003 年～ 2018 年 ). 
2018 年 8 月 22 日最終閲覧.  
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/vi
sitor_trends/ 

 
● 記載順： 文献は著者のアルファベット順また

は本文での引用順のどちらかの順番で記載し、

片かっこの通し番号をふること。 
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1） Aiko KOHARA,  
2） Beth F. Smith,  
3） CW HAN,  

… 

1） 引用順 1 
2） 引用順 2 
3） 引用順 3 … 

● 引用先名： 人名の表記は、引用元の表記に合

わせること。また、共著の場合は、最大6名ま

で記載すること。 

① 6 名以内：「・」もしくは「，&」で区切

ること。 

 

 高橋甲介・松田果織・宮田こころ (2017) 
自閉症スペクトラム障害児における排他

律を用いた人名理解の指導効果に関する

検討 . 教育実践総合センター紀要 , 16, 
137-144. 

 Plavnick Joshua B., Kaid Tiffany, & 
MacFarland Mari C. (2015) Effects of a 
School-Based Social Skills Training 
Program for Adolescents with Autism 
Spectrum Disorder and Intellectual 
Disability. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 45(9) , 
2674-2690.  
doi: 10.1007/s10803-015-2434-5 

② 7 名以上：「・」もしくは「，」で区切っ

た後、「ら」もしくは「et al.」をつけるこ

と。 

 

 工藤 玲佳・田村 由馬・田宮 創・落合 
香・餅 脩佑・ 須藤 誠ら (2018) 運動中

の映像視聴による運動効率と自律神経活

動への影響～健常成人パイロットスタデ

ィー～. Total Rehabilitation Research, 
6, 73-82. dio: 10.20744/trr.6.0_73 

 Zheng Zhi, Warren Zachary, Weitlauf 
Amy, Fu Qiang, Zhao Huan, Swanson 
Amy et al. (2016) Brief Report: 
Evaluation of an Intelligent Learning 
Environment for Young Children with 
Autism Spectrum Disorder. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 
46(11), 3615-3621.  
doi: 10.1007/s10803-016-2896-0 

● 異なる文献を引用し、著者名かつ発表年が同一

の表記となる場合は、発表年の後にアルファベ

ットを付けて区別すること。なお、文中の表記

と合わせること（9-(4)）。 

 

 久保真人・田尾雅夫 (1994a) 看護婦にお

けるバーンアウト―ストレスとバーンア

ウトとの関係―. 実験社会心理学研究, 34, 
33-43. 

● 英語雑誌名はイタリック体とすること。 

 

 Bies RJ, Martin C & Brockner J (1993) 
Just laid off, but still a good citizen? 
Only if the process is fair. Employees 
Rights and Responsibilities Journal, 6, 
227-238. 

● 文献にDOI(Digital Object Identifier; デジタ

ルオブジェクト識別子)がある場合、各文献の

末尾に「doi:」として「10.1021」から記載する

こと。 

 

 Han CW, Lee EJ, Iwata T, Kataoka H & 
Kohzuki M (2004) Development of the 
Korean version of Short-Form 36-Item 
Health Survey: health related QOL of 
healthy elderly people and elderly 
patients in Korea. The Tohoku Journal 
of Experimental Medicine, 203, 
189-194. doi: 10.1620/tjem.203.189. 

 

2016 年 2 月 27 日施行 

2018 年 9 月 1 日改正 
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Asian Society of Human Services 
Publication Ethics and 
Malpractice Statement 
 
 
1 Responsibilities of authors 
 Originality and Plagiarism: Authors 

should ensure that submitted works are 
entirely original, and will appropriately 
cite or quote the work and/or words of 
others. All forms of plagiarism including 
copying or paraphrasing substantial 
parts of another author's paper without 
proper citation or quotation is 
unacceptable. 

 Reporting standards: Authors of reports 
of original research should present an 
accurate account of the work performed 
as well as an objective discussion of its 
significance. Underlying data should be 
represented accurately in the paper. A 
paper should contain sufficient detail and 
references to permit others to replicate 
the work. 

 Data Access and Retention: Authors are 
asked to provide the raw data in 
connection with a paper for editorial 
review and should be able to provide 
public access to such data for a 
reasonable time after publication. 

 Multiple, Redundant or Concurrent 
Publication: Authors should not submit 
the same paper to more than one journal 
concurrently. Neither should an author 
publish the same paper or a paper with 
essentially the same research in multiple 
journals or primary publications. 

 Authorship of the Paper: Authors should 
ensure that all who have made significant 
contributions are listed as co-authors. 
Others who have participated or 
contributed should be acknowledged or 
listed as contributors.  Author should 
ensure that all co-authors have seen and 
approved the final version of the paper 
and have agreed to its submission for 
publication. 

 Fundamental errors in published works: 
Authors who discover a significant error 
or inaccuracy in his/her own published 
work, is obligated to promptly notify the 
journal editor and cooperate with the 
editor to retract or correct the paper. 

 
2 Peer review and responsibilities of revie

wers 
 Contribution to Editorial Decision: 

Reviewers work with the editor to make 
editorial decisions and communicates 
with the author to help in improving the 
quality of the paper. 

 Promptness: Any selected referee who 
knows that prompt review will be difficult 
or  that he/she is unqualified should 
notify the editor and excuse 
himself/herself from the review process. 

 Standards of Objectivity: Reviews should 
be conducted objectively. Personal 
criticism of the author is inappropriate. 
Referees should express their views 
clearly with supporting arguments.   

 Confidentiality: Any manuscripts 
received for review must be treated as 
confidential documents. They must not be 
shown to or discussed with others except 
as authorized by the editor. 

 Disclosure and Conflicts of Interest: 
Unpublished materials disclosed in a 
submitted manuscript must not be used 
in a reviewer's own research without the 
express written consent of the author. 

 
3 Responsibilities of editors 
 Publication decision: The editor is 

responsible for deciding which of the 
articles submitted to the journal should 
be published. The decisions of the editor 
should be made based on the intellectual 
content and importance of the proposed 
work. 

 Fair play: An Editor should evaluate 
manuscripts for their intellectual content 
without regard to race, gender, sexual 
orientation, religious belief, ethnic origin, 
citizenship, or political philosophy of the 
authors. 

 Confidentiality: The editors and any 
editorial staff must not disclose any 
information about a submitted 
manuscript to anyone other than the 
corresponding author, reviewers, 
potential reviewers, other editorial 
advisers, and the publisher, as 
appropriate. 

 Disclosure and Conflicts of interest: 
Unpublished materials disclosed in a 
submitted manuscript must not be used 
in an editor's own research without the 
express written consent of the author. 
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